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第３章 鹿児島県初期的な計画



13

第１ 救援の内容及び役割分担等について



第１−１ 鹿児島県初期的な計画での救援の実施項目について

〇鹿児島県初期的な計画では，鹿児島県国民保護計画，鹿児島県地域防災計画，鹿児島県災害時受援
計画等を参考に救援の内容や役割分担を整理した。（詳細は事項以降）
〇法に定める救援内容のうち，避難住民受入れの当初約１ヶ月間に必要となる以下の事項を取り扱う。

【救援の実施項目】
調整主体調整内容項目法第75条

県収容施設の手配収容施設の供与１号

県
市町村

食品・飲料水の手配
（現物支給を原則とする。）

食品の給与及び飲料水の供給２号

県
市町村

被服・寝具等の手配
（現物支給を原則とする。）

生活必需品の給与及び貸与３号

県
市町村

医療の提供等に関する手配・調整
要配慮者の受入れ調整

医療の提供及び助産４号

本検討においては対象外
被災者の捜索及び救出５号

埋葬及び火葬６号

県
ホテル・避難所における通信設備の
整備状況確認及び提供

電話その他の通信設備の提供７号

県学用品の給与 等
前各号に掲げるもののほか，政令で定
めるもの

８号

県移送手段の手配，就労の支援 等避難住民の移送・就労の支援 等
救援以外の
実施項目
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第１−２ 鹿児島県初期的な計画での役割分担について
①輸送手段の確保

担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）

危機管理課・輸送要領の作成

輸送計画の作成・調整

①－１
空港からの避難住民の輸送手段の確保に係る
検討，輸送要領の作成

交通政策課
・空港から収容施設までのバスダイヤの作
成

県警察・輸送経路の選定に関する助言

危機管理課－

住民避難に関する沖縄県との調整

避難・救援措置に関する国及び九州各県と
の調整

県内の受入れ市町村との調整

輸送時刻等に関する沖縄県との連絡調整

空港到着後の避難者の収容等に関する調整
本県避難者の一時受付（＠鹿児島空港内）

避難者の案内・誘導

交通政策課

・鹿児島空港到着便の情報連絡体制の整備鹿児島空港との連絡調整

・使用可能なバス台数の把握
・バスの手配（バス協会との連絡体制整
備）

輸送力の把握，バスの調整

人事課・人員動員に係る各課との調整（計画作
成）

人員の動員・調整
危機管理課

道路維持課

・道路情報（路線名，車線数，管理者の連
絡先など）の提供に係る連絡体制の整備

道路に関する情報の把握
・交通規制情報を道路利用者へ提供するた
めの県警との連絡体制の整備

消防保安課

・受入医療機関，施設の確保に係る体制整備
・車両（医療，福祉）の確保に係る体制整備

要配慮者への個別対応
※R7年度以降検討

保健医療福祉課
高齢者生き生き

推進課
障害福祉課

社会福祉課

子育て支援課

県警察
・交通規制内容の検討

交通規制 ・交通規制情報を道路利用者への提供する
ための道路管理者との連携体制の整備

※今後変更の可能性あり
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担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）
危機管理課・運営要領の作成

救援の総括

①－２
一時待機所の開設

社会福祉課・日本赤十字社との総合調整に係る体制整備

危機管理課
・避難者の受付避難者の受付 県地域振興局

市町村

人事課
・人員動員に係る各課との調整（計画作成）人員の動員・調整

危機管理課
危機管理課

・設営及び関係資材の調達設営及び関係資材の調達
市町村

危機管理課・避難者に対する救援説明避難者に対する説明
廃棄物・リサイクル対

策課
・ゴミ，し尿対策（必要に応じた仮設トイレ設置や清掃，
消毒等）について検討（関係機関との体制整備）

ゴミ，し尿対策

県警察・一時待機所周辺の治安維持，パトロール警戒・警ら活動
危機管理課・輸送要領の作成

輸送計画の作成・調整

①－３
一時待機所から割り当てられた収容施
設等までの輸送手段の確保に係る検討，
輸送要領の作成

交通政策課・空港から一時待機所までのバスダイヤの作成

県警察・輸送経路の選定に関する助言

交通政策課
・使用可能なバス台数の把握
・バスの手配（バス協会との連絡体制整備）

輸送力の把握，バスの調整

人事課
・人員動員に係る各課との調整（計画作成）人員の動員・調整

危機管理課

道路維持課

・道路情報（路線名，車線数，管理者の連絡先な
ど）の提供に係る連絡体制の整備

道路に関する情報の把握
・交通規制情報を道路利用者への提供するための県
警との連絡体制の整備

県警察
・交通規制内容の検討

交通規制 ・交通規制情報を道路利用者への提供するための道
路管理者との連携体制の整備

消防保安課

・受入医療機関，施設の確保に係る体制整備
・車両（医療，福祉）の確保に係る体制整備

要配慮者への個別対応
※R7年度以降検討

保健医療福祉課
高齢者生き生き推進課

障害福祉課
社会福祉課

医師・看護人材課
子育て支援課

※今後変更の可能性あり
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①輸送手段の確保
第１−２ 鹿児島県初期的な計画での役割分担について



②収容施設（ホテル等）の供与
担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）

危機管理課・運営要領の作成

避難者用ホテルの割振り
避難者用ホテルとの連絡調整

②－１
ホテル等の確保に係る検討，運営要領の作成，
ホテル等への避難住民の割振り案の作成

危機管理課
生活衛生課

・鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合との連
絡体制の整備

PR観光課
・避難住民以外の観光客向けお知らせ（入域自
粛のお願い等）の情報連絡体制の整備

人事課
・人員動員に係る各課との調整（計画作成）人員の動員・調整

危機管理課
保健医療福祉課

・受入施設等の確保に係る体制整備

要配慮者への個別対応
（要配慮者に配慮した割振り調整）
※R7年度以降検討

高齢者生き生き
推進課

障害福祉課
社会福祉課
子育て支援課

危機管理課－

救援の総括

②－２
一時待機所等における情報提供体制の確保に
係る検討

社会福祉課
・日本赤十字社との総合調整に係る体制整備

・ボランティア活動の総合調整に係る体制整備

危機管理課
・避難者の受付
・情報連絡担当者の配置

避難者の受付
情報連絡担当者の配置

県地域振興局
市町村

危機管理課－

避難所管理・運営体制の整備
避難者に対する救援説明
避難元自治体との連携

交通政策課
・使用可能なバス台数の把握
・バスの手配（バス協会との連絡体制整備）循環バスの運行

市町村・運行コースの選定に関する助言

危機管理課

・生活相談窓口の設置に係る体制整備
避難者の管理（情報提供，生活相談，苦
情対応等）

②－３
生活相談等窓口の設置

社会福祉課

地域振興局

市町村

青少年男女共同
参画課

・男女共同参画の視点からの相談対応，助言

※今後変更の可能性あり
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第１−２ 鹿児島県初期的な計画での役割分担について



③食品給与及び飲料水の供給

④生活必需品の給与又は貸与

担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）

危機管理防災局

・食料品の調達，供給体制の整備
一時待機所における食事・飲料水の供給・提供
（炊き出しなど）
避難者への食事・飲料水の手配
（※ホテルで３食提供されない場合のみ）

③－１
食品・飲料水の調達・集積方法，事業
者との協定に係る検討

農政部

③－２
食品・飲料水の提供主体，提供方法の
整理

市町村

生活衛生課・飲料水の確保，供給体制の整備

担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）

危機管理防災局

・必要とする品目，所要量，運搬ルール等
の情報の集約方法の整備
・関係機関等への応援要請に係る体制整備

生活必需品の調達，給与又は貸与
必要物資の調達・集積方法，事業者と
の協定に係る検討

保健福祉部

市町村

危機管理防災局

・必要とする品目，所要量，運搬ルール等
の情報の集約
・関係機関等への応援要請に係る体制整備

不足品の調達，給与又は貸与
不足品等の管理・供給体制の確保に係
る検討

保健福祉部

市町村

※今後変更の可能性あり
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第１−２ 鹿児島県初期的な計画での役割分担について



⑤避難者の健康管理に関する事項

⑥通信設備の提供

担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）

保健医療福祉課
（保健所）

・医療の提供体制の整備

医療及び医薬品の提供
避難所への保健師の派遣，巡回診療
透析等患者の通院先案内手順の整理
避難者の精神的ケアを行う体制の確保に
係る検討
※要配慮者については，R7年度以降検討

⑤－１
宿泊施設等の避難所への保健師の派遣，巡回
診療，透析等患者の通院先案内手順の整理

・保健所，市町村との連絡体制の整備

薬務課・医薬品の提供体制の整備

医師・看護人材課

・避難者の健康管理体制の整備

健康増進課

高齢者生き生き推
進課

⑤－２
避難者の精神的ケアを行う体制の確保に係る
検討

障害福祉課

子育て支援課

市町村

社会福祉課・日本赤十字社との総合調整に係る体制整備

担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）

危機管理課
デジタル推進課

・電話，インターネット利用環境の整備，
提供に係る体制整備
・ホテル等の通信設備設置状況の確認のた
めの体制整備
・通信設備のないホテルや公営住宅等につ
いて，指定公共機関と連携した通信設備確
保のための体制整備

通信設備の確保・提供
・避難先連絡所，ホテル等におけるWi-Fiを含
むインターネット利用環境の整備に係る検討

※今後変更の可能性あり

19

第１−２ 鹿児島県初期的な計画での役割分担について



⑦その他の検討事項（令和７年度以降の検討課題）
担当課名等検討事項発生する業務（想定）主な検討内容（国依頼）

人事課・人員動員に係る各課との調整（計画作
成）

人員の動員・調整

・避難受入から１ヶ月以降に考えられ
る検討事項

危機管理課

住宅政策室
市町村

・公営住宅の空き部屋を避難住民に提供す
るための方法，支援体制の整備

公営住宅への移行

・民間住宅の空き家を「みなし仮設住宅」
として，避難者に提供するための体制整備

賃貸住宅（みなし仮設）への移行

・市町村と連携し，応急仮設住宅の建設を
行う際の体制整備

応急仮設住宅への移行

管財課
・職員宿舎の空き部屋を避難住民に提供す
るための方法，支援体制の整備

職員宿舎への移行 教育庁
（総務福利課）

教育庁
（義務教育課）

・避難先における各種就学施設（保育園，
幼稚園，学校など）への受入に係る体制整
備
・学用品の調達及び避難住民への提供体制
の整備

学用品の給与，転校・転園先の調整，教室の確保

教育庁
（高校教育課）

教育庁
（特別支援教育課）

学事法制課

子育て支援課
市町村

雇用労政課
・避難住民の就労に関する支援及び支援体
制の整備

就労の支援

社会福祉課

・利用可能な施設の確保，調整に係る体制
整備
・利用が想定される福祉サービスについて
情報提供体制の整備

福祉サービスの提供

障害福祉課

高齢者生き生き推
進課

子育て支援課

市町村

※今後変更の可能性あり
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第１−２ 鹿児島県初期的な計画での役割分担について
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第２ 避難先地域の拠点空港から収容施設
（ホテル等）までの輸送手段の確保



第２−１ 輸送計画（鹿児島空港⇒一時待機所⇒収容施設）の考え方

鹿児島県初期的な計画（宮古島市⇒鹿児島県内４市）における検討
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〇鹿児島空港からの輸送手段については，鹿児島県で確保。
※ 鹿児島空港から収容施設までの避難住民の輸送は「避難」と整理し，その輸送手段の確保は一義的に避難元都道府県である沖縄

県の実施すべき措置であるところ，国民保護法13条の規定により当該措置の実施に当たり鹿児島県に委託されることとなるもの。
〇鹿児島空港から各収容施設には県が確保した貸し切りバスで移動。
○避難住民の本人確認については，鹿児島空港出発時に実施し，直接宿泊施設へ移送することを想定。
○鹿児島空港到着後の流れ等について沖縄県（受入れ県：宮崎県，熊本県，福岡県）と調整中。

検討の考え方

＜移送手段の確保について＞
○内閣官房からのフライトスケジュールを基にバスの所要台数及び輸送計画を作成

バスの所要台数 １日最大42台（大型バス１台につき45名乗車で計算）
※ 鹿児島県バス協会との調整の結果，バスの所要台数の確保は可能とのこと。

○輸送計画（次ページ以降）
※輸送計画の特徴として，沖縄県の「遠方に向かう避難住民をなるべく早い便に割り当てる」とい

う整理により，鹿児島県に避難する避難住民は夕方以降の時間に到着するようになっている。

＜一時待機所の設置について＞
○トラブル等の発生により，空港到着日のうちに収容施設まで移送できない場合の一時的な待機場所
として，一時待機所の設置を検討中。



合計特定貸切乗合 小型中型大型
2,0941462251703961,157

事業者名合計特定貸切乗合 小型中型大型

Ａ社・Ｂ社1,096104151189877

県
内
全
て

県
内
事
業
者
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第２−２ 鹿児島県内のバス輸送力について（バス輸送力の確保方法）

【参考】
乗合：定期路線で運行されるバス
貸切：貸し切りにより不定期路線

で運行されるバス
特定：養護施設等で運行されるバス

※令和６年４月１日現在。鹿児島県バス協会からの提供データを元に作成

輸送力（バス）の確保については，鹿児島県バス協会と連携し以下の流れで行う。
① 県内の２事業社（Ａ社，Ｂ社）に協力を依頼し，十分な貸切バスの台数を確保する。
② 運転手が不足する場合は，鹿児島県バス協会に県内各地区のバス協会会員の紹介を依頼する。
③ 県バス協会から紹介された事業者に県から協力依頼を行い，運転手を確保する。

輸送力（バス）確保の流れ



備考６日目５日目４日目３日目２日目１日目避難先避難者数小学校区名

6日目完了
2,3692,9901,746

鹿児島市
（中心部）

7,105東

1日目完了
477

指宿市
（西方・東方）

477池間

1日目完了

817

鹿児島市
（鴨池・与次郎）

817狩俣

1日目完了
21

鹿児島市
（中心部）

21旧大神

3日目完了
530991

霧島市
（隼人・国分）

1,521城辺

3日目完了
1,003

指宿市
（湯の浜）

1,003西城Ａ

3日目完了
472

鹿児島市
（中心部）

472
西城Ｂ

（長中・長南）

4日目完了
1,106320

霧島市
（高千穂）

1,426砂川Ａ

4日目完了

138

霧島市
（隼人・国分）

138
砂川Ｂ

（単身世帯138
名）

2日目完了
669165

鹿屋市
（中心部）

834福嶺

2,3692,9902,9902,3251,6601,48013,814
鹿児島県

受入合計人数

363642403733必要なバスの台数

第２−３ 【鹿児島県全体】避難住民鹿児島空港到着後の輸送計画
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第２−４ 【詳細】避難住民鹿児島空港到着後の輸送計画

25

【１日目】

避難先地域着→鹿児島空港発避難先鹿児島空港着→空港発出発空港コミュニティ
搭乗
人数

機体便名

20:55→20:10鹿児島市19:25→17:55宮古狩俣164ANA7386-9

21:55→21:10鹿児島市20:25→18:55宮古狩俣335ANA7885-8

21:55→21:10鹿児島市20:35→19:05宮古狩俣165ANA7386-10

22:35→21:50鹿児島市21:05→19:35宮古狩俣153JAL7383-10

23:20→21:50指宿市21:05→19:35－池間12－－

0:00→22:30指宿市21:45→20:15宮古池間130ANA7386-11

23:15→22:30鹿児島市21:45→20:15－大神21－－

0:05→22:35指宿市21:50→20:20宮古池間335ANA7885-9

0:35→23:00鹿屋市22:15→20:45宮古福嶺165JAL7383-11

【２日目】

避難先地域着→鹿児島空港発避難先鹿児島着→空港発出発空港コミュニティ
搭乗
人数

機体便名

21:45→20:10鹿屋市19:25→17:55宮古福嶺165ANA7386-9

22:15→20:40鹿屋市19:55→18:25宮古福嶺4JAL7383-9

21:05→20:40霧島市街地19:55→18:25－城辺161－－

22:45→21:10鹿屋市20:25→18:55宮古福嶺335ANA7885-8

22:45→21:10鹿屋市20:35→19:05宮古福嶺165ANA7386-10

22:15→21:50霧島市街地21:05→19:35宮古城辺165JAL7383-10

22:55→22:30霧島市街地21:45→20:15宮古城辺165ANA7386-11

23:00→22:35霧島市街地21:50→20:20宮古城辺335ANA7885-9

23:25→23:00霧島市街地22:15→20:45宮古城辺165JAL7383-11
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【３日目】

避難先地域着→鹿児島空港発避難先鹿児島着→空港発出発空港コミュニティ
搭乗
人数

機体便名

19:25→19:00霧島市街地18:15→16:45宮古城辺165ANA7386-8

19:55→19:30霧島市街地18:45→17:15宮古城辺165JAL7383-8

20:10→19:45霧島市街地19:00→17:30宮古城辺200ANA7885-7

21:15→19:45指宿市19:00→17:30－西城135－－

21:40→20:10指宿市19:25→17:55宮古西城165ANA7386-9

22:10→20:40指宿市19:55→18:25宮古西城165JAL7383-9

22:40→21:10指宿市20:25→18:55宮古西城335ANA7885-8

22:50→21:20指宿市20:35→19:05宮古西城165ANA7386-10

23:20→21:50指宿市21:05→19:35宮古西城38JAL7383-10

22:35→21:50鹿児島市21:05→19:35－西城（長中長南）127－－

23:15→22:30鹿児島市21:45→20:15宮古西城（長中長南）10ANA7386-11

23:00→22:30霧島高千穂21:45→20:15－砂川155－－

23:20→22:35鹿児島市21:50→20:20宮古西城（長中長南）335ANA7885-9

23:30→23:00霧島高千穂22:15→20:45宮古砂川165JAL7383-11

【４日目】

避難先地域着→鹿児島空港発避難先鹿児島着→空港発出発空港コミュニティ
搭乗
人数

機体便名

17:50→17:50霧島高千穂17:05→15:35宮古砂川165ANA7386-7

18:50→18:20霧島高千穂17:35→16:05宮古砂川335ANA7885-6

18:50→18:20霧島高千穂17:35→16:05宮古砂川165JAL7383-7

19:30→19:00霧島高千穂18:15→16:45宮古砂川165ANA7386-8

20:00→19:30霧島高千穂18:45→17:15宮古砂川79JAL7383-8

20:15→19:30鹿児島市18:45→17:15－東86－－

20:15→19:45霧島高千穂19:00→17:30宮古砂川197ANA7885-7

20:10→19:45霧島市街地19:00→17:30－砂川（単身）138－－

20:55→20:10鹿児島市19:25→17:55宮古東165ANA7386-9

21:25→20:40鹿児島市19:55→18:25宮古東165JAL7383-9

21:55→21:10鹿児島市20:25→18:55宮古東335ANA7885-8

22:05→21:20鹿児島市20:35→19:05宮古東165ANA7386-10

22:35→21:50鹿児島市21:05→19:35宮古東165JAL7383-10

23:15→22:30鹿児島市21:45→20:15宮古東165ANA7386-11

23:20→22:35鹿児島市21:50→20:20宮古東335ANA7885-9

23:45→23:00鹿児島市22:15→20:45宮古東165JAL7383-11

第２−４ 【詳細】避難住民鹿児島空港到着後の輸送計画
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【５日目】

避難先地域着→鹿児島空港発避難先鹿児島着→空港発出発空港コミュニティ
搭乗
人数

機体便名

18:35→17:50鹿児島市17:05→15:35宮古東165ANA7386-7

19:05→18:20鹿児島市17:35→16:05宮古東335ANA7885-6

19:05→18:20鹿児島市17:35→16:05宮古東165JAL7383-7

19:45→19:00鹿児島市18:15→16:45宮古東165ANA7386-8

20:15→19:30鹿児島市18:45→17:15宮古東165JAL7383-8

20:30→19:45鹿児島市19:00→17:30宮古東335ANA7885-7

20:55→20:10鹿児島市19:25→17:55宮古東165ANA7386-9

21:25→20:40鹿児島市19:55→18:25宮古東165JAL7383-9

21:55→21:10鹿児島市20:25→18:55宮古東335ANA7885-8

22:05→21:20鹿児島市20:35→19:05宮古東165ANA7386-10

22:35→21:50鹿児島市21:05→19:35宮古東165JAL7383-10

23:15→22:30鹿児島市21:45→20:15宮古東165ANA7386-11

23:20→22:35鹿児島市21:50→20:20宮古東335ANA7885-9

23:45→23:00鹿児島市22:15→20:45宮古東165JAL7383-11

【６日目】

避難先地域着→鹿児島空港発避難先鹿児島着→空港発出発空港コミュニティ
搭乗
人数

機体便名

19:05→18:20鹿児島市17:35→16:05宮古東133JAL7383-7

19:45→19:00鹿児島市18:15→16:45宮古東165ANA7386-8

20:15→19:30鹿児島市18:45→17:15宮古東165JAL7383-8

20:30→19:45鹿児島市19:00→17:30宮古東335ANA7885-7

20:55→20:10鹿児島市19:25→17:55宮古東165ANA7386-9

21:25→20:40鹿児島市19:55→18:25宮古東165JAL7383-9

21:55→21:10鹿児島市20:25→18:55宮古東335ANA7885-8

22:05→21:20鹿児島市20:35→19:05宮古東165ANA7386-10

22:35→21:50鹿児島市21:05→19:35宮古東165JAL7383-10

23:15→22:30鹿児島市21:45→20:15宮古東165ANA7386-11

23:20→22:35鹿児島市21:50→20:20宮古東335ANA7885-9

23:45→23:00鹿児島市22:15→20:45宮古東76JAL7383-11

第２−４ 【詳細】避難住民鹿児島空港到着後の輸送計画



第２−５ バス必要台数の把握

＜乗車ルール（原則）＞
・大型バス→45人/台（定員50人）
・中型バス→25人/台（定員27人）
・小型バス→20人/台（定員25人）
※空港からは順次ピストン運行

・165人の便→大型４台
・177人の便→大型４台
・335人の便→大型７台，小型１台
※同一便に別地区の避難住民が乗る場合は調整

【所要時間】
・指宿市→ 90分 ・鹿屋市→ 95分
・鹿児島市内→ 45分
・霧島市（隼人・国分）→ 25分
・霧島市（高千穂）→ 30分

28

【１日目】

バス台数（33台：大型28台，小型５台）空港着→避難先発→避難先地域着→鹿児島空港発コミュニティ
搭乗
人数

大④大③大②大①22:10→21:25→20:55→20:10狩俣164

小①大⑪大⑩大⑨大⑧大⑦大⑥大⑤ー→22:25→21:55→21:10狩俣335

大⑮大⑭大⑬大⑫ー→22:25→21:55→21:10狩俣165

小②大⑱大⑰大⑯ー→23:05→22:35→21:50狩俣153

小③ー→ー→23:20→21:50池間12

大㉑大⑳大⑲ー→ー→0:00→22:30池間130

小④ー→ー→23:15→22:30大神21

小⑤大㉘大㉗大㉖大㉕大㉔大㉓大㉒ー→ー→0:05→22:35池間335

大④大③大②大①ー→ー→0:35→23:00福嶺165

【２日目】

バス台数（37台：大型34台，小型３台）空港着→避難先発→避難先地域着→鹿児島空港発コミュニティ
搭乗
人数

大④大③大②大①23:50→22:15→21:45→20:10福嶺165

小①ー→22:45→22:15→20:40福嶺4

大⑧大⑦大⑥大⑤22:00→21:35→21:05→20:40城辺161

小②大⑮大⑭大⑬大⑫大⑪大⑩大⑨ー→23:15→22:45→21:10福嶺335

大⑲大⑱大⑰大⑯ー→23:15→22:45→21:10福嶺165

大㉓大㉒大㉑大⑳23:10→22:45→22:15→21:50城辺165

大⑧大⑦大⑥大⑤ー→ー→22:55→22:30城辺165

小③大㉚大㉙大㉘大㉗大㉖大㉕大㉔ー→ー→23:00→22:35城辺335

大㉞大㉝大㉜大㉛ー→ー→23:25→23:00城辺165



＜乗車ルール（原則）＞
・大型バス→45人/台（定員50人）
・中型バス→25人/台（定員27人）
・小型バス→20人/台（定員25人）
※空港からは順次ピストン運行

・165人の便→大型４台
・177人の便→大型４台
・335人の便→大型７台，小型１台
※同一便に別地区の避難住民が乗る場合は調整

【所要時間】
・指宿市→ 90分 ・鹿屋市→ 95分
・鹿児島市内→ 45分
・霧島市（隼人・国分）→ 25分
・霧島市（高千穂）→ 30分
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【３日目】

バス台数（40台：大型37台，小型３台）空港着→避難先発→避難先地域着→鹿児島空港発コミュニティ
搭乗
人数

大④大③大②大①20:20→19:55→19:25→19:00城辺165

大⑧大⑦大⑥大⑤20:50→20:25→19:55→19:30城辺165

小①大⑫大⑪大⑩大⑨21:05→20:40→20:10→19:45城辺200

大⑮大⑭大⑬23:15→21:45→21:15→19:45西城135

大⑲大⑱大⑰大⑯ー→22:10→21:40→20:10西城165

大㉓大㉒大㉑大⑳ー→22:40→22:10→20:40西城165

大④大③大②大①ー→23:10→22:40→21:10西城335

大⑧大⑦大⑥大⑤ー→ー→22:50→21:20西城165

大⑨ー→ー→23:20→21:50西城38

大⑫大⑪大⑩ー→23:05→22:35→21:50西城（長中長南）127

小①ー→ー→23:15→22:30西城（長中長南）10

小②大㉖大㉕大㉔ー→ー→23:00→22:30砂川155

小③大㉝大㉜大㉛大㉚大㉙大㉘大㉗ー→ー→23:20→22:35西城（長中長南）335

大㊲大㊱大㉟大㉞ー→ー→23:30→23:00砂川165

【４日目】

バス台数（42台：大型38台，中型２台，小型２台）空港着→避難先発→避難先地域着→鹿児島空港発コミュニティ
搭乗
人数

大④大③大②大①19:20→18:50→17:50→17:50砂川165

小①大⑪大⑩大⑨大⑧大⑦大⑥大⑤19:50→19:20→18:50→18:20砂川335

大⑮大⑭大⑬大⑫19:50→19:20→18:50→18:20砂川165

大⑲大⑱大⑰大⑯20:30→20:00→19:30→19:00砂川165

大㉑大⑳21:00→20:30→20:00→19:30砂川79

大㉓大㉒21:30→20:45→20:15→19:30東86

小②大㉗大㉖大㉕大㉔21:15→20:45→20:15→19:45砂川197

中②中①大㉙大㉘21:05→20:40→20:10→19:45砂川（単身）138

大④大③大②大①22:10→21:25→20:55→20:10東165

大⑧大⑦大⑥大⑤22:40→21:55→21:25→20:40東165

小①大⑮大⑭大⑬大⑫大⑪大⑩大⑨23:10→22:25→21:55→21:10東335

大⑲大⑱大⑰大⑯ー→22:35→22:05→21:20東165

大㉙大㉘大㉑大⑳ー→22:55→22:35→21:50東165

大㉗大㉖大㉕大㉔ー→ー→23:15→22:30東165

小②大㉞大㉝大㉜大㉛大㉚大㉓大㉒ー→ー→23:20→22:35東335

大㊳大㊲大㊱大㉟ー→ー→23:45→23:00東165

第２−５ バス必要台数の把握



＜乗車ルール（原則）＞
・大型バス→45人/台（定員50人）
・中型バス→25人/台（定員27人）
・小型バス→20人/台（定員25人）
※空港からは順次ピストン運行

・165人の便→大型４台
・177人の便→大型４台
・335人の便→大型７台，小型１台
※同一便に別地区の避難住民が乗る場合は調整

【所要時間】
・指宿市→ 90分 ・鹿屋市→ 95分
・鹿児島市内→ 45分
・霧島市（隼人・国分）→ 25分
・霧島市（高千穂）→ 30分
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【５日目】

バス台数（36台：大型34台，小型２台）空港着→避難先発→避難先地域着→鹿児島空港発コミュニティ
搭乗
人数

大④大③大②大①19:50→19:05→18:35→17:50東165

小①大⑪大⑩大⑨大⑧大⑦大⑥大⑤20:20→19:35→19:05→18:20東335

大⑮大⑭大⑬大⑫20:20→19:35→19:05→18:20東165

大⑲大⑱大⑰大⑯21:00→20:15→19:45→19:00東165

大㉓大㉒大㉑大⑳21:30→20:45→20:15→19:30東165

小②大㉚大㉙大㉘大㉗大㉖大㉕大㉔21:45→21:00→20:30→19:45東335

大㉞大㉝大㉜大㉛22:10→21:25→20:55→20:10東165

大④大③大②大①22:40→21:55→21:25→20:40東165

小①大⑪大⑩大⑨大⑧大⑦大⑥大⑤23:10→22:25→21:55→21:10東335

大⑮大⑭大⑬大⑫ー→22:35→22:05→21:20東165

大⑲大⑱大⑰大⑯ー→ー→22:35→21:50東165

大㉓大㉒大㉑大⑳ー→ー→23:15→22:30東165

小②大㉚大㉙大㉘大㉗大㉖大㉕大㉔ー→ー→23:20→22:35東335

大㉞大㉝大㉜大㉛ー→ー→23:45→23:00東165

【６日目】

バス台数（36台：大型34台，小型２台）空港着→避難先発→避難先地域着→鹿児島空港発コミュニティ
搭乗
人数

大③大②大①20:20→19:35→19:05→18:20東133

大⑦大⑥大⑤大④21:00→20:15→19:45→19:00東165

大⑪大⑩大⑨大⑧21:30→20:45→20:15→19:30東165

小①大⑱大⑰大⑯大⑮大⑭大⑬大⑫21:45→21:00→20:30→19:45東335

大㉒大㉑大⑳大⑲22:10→21:25→20:55→20:10東165

大㉖大㉕大㉔大㉓22:40→21:55→21:25→20:40東165

小②大㉚大㉙大㉘大㉗大③大②大①23:10→22:25→21:55→21:10東335

大㉞大㉝大㉜大㉛ー→22:35→22:05→21:20東165

大⑦大⑥大⑤大④ー→ー→22:35→21:50東165

大⑪大⑩大⑨大⑧ー→ー→23:15→22:30東165

小①大⑱大⑰大⑯大⑮大⑭大⑬大⑫ー→ー→23:20→22:35東335

大㉒大㉑大⑳大⑲ー→ー→23:45→23:00東76

第２−５ バス必要台数の把握



○県は，あらかじめ選定してある避難経路の中から，県警察と調整の上，主要な避難の経路を決定する。
〇今回の訓練における鹿児島空港到着後の経路は，以下の経路で鹿児島市の中心部に移動することを想定。
〇避難住民等の掌握の容易さを重視し，貸切バスをピストン運行する経路を主要経路とする。

第２−６ 【輸送計画】鹿児島空港〜鹿児島市（中心部）までの主要な経路
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地図：（出典）Google社Google マップ

鹿児島市
（中心部）



○県は，あらかじめ選定してある避難経路の中から，県警察と調整の上，主要な避難の経路を決定する。
〇今回の訓練における鹿児島空港到着後の経路は，以下の経路で指宿市の中心部に移動することを想定。
〇避難住民等の掌握の容易さを重視し，貸切バスをピストン運行する経路を主要経路とする。

第２ー７ 【輸送計画】鹿児島空港〜指宿市（中心部）までの主要な経路

地図：（出典）Google社Google マップ
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【主要経路】
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○県は，あらかじめ選定してある避難経路の中から，県警察と調整の上，主要な避難の経路を決定する。
〇今回の訓練における鹿児島空港到着後の経路は，以下の経路で鹿屋市の中心部に移動することを想定。
〇避難住民等の掌握の容易さを重視し，貸切バスをピストン運行する経路を主要経路とする。

第２ー８ 【輸送計画】鹿児島空港〜鹿屋市（中心部）までの主要な経路

地図：（出典）Google社Google マップ
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【主要経路】

鹿
児
島
空
港

鹿
屋
市
中
心
部

貸切バス
（約1時間20分）

九
州
縦
貫
道
／
九
州
自
動
車
道

国
道
２
６
９
号

東
九
州
自
動
車
道
／
鹿
児
島
区
間

鹿屋市
（中心部）



○県は，あらかじめ選定してある避難経路の中から，県警察と調整の上，主要な避難の経路を決定する。
〇今回の訓練における鹿児島空港到着後の経路は，以下の経路で霧島市の中心部に移動することを想定。
〇避難住民等の掌握の容易さを重視し，貸切バスをピストン運行する経路を主要経路とする。

第２ー９ 【輸送計画】鹿児島空港〜霧島市（中心部）までの主要な経路

地図：（出典）Google社Google マップ
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【主要経路】
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○県は，あらかじめ選定してある避難経路の中から，県警察と調整の上，主要な避難の経路を決定する。
〇今回の訓練における鹿児島空港到着後の経路は，以下の経路で霧島市（高千穂）に移動することを想定。
〇避難住民等の掌握の容易さを重視し，貸切バスをピストン運行する経路を主要経路とする。

第２ー10 【輸送計画】鹿児島空港〜霧島市（高千穂）までの主要な経路

地図：（出典）Google社Google マップ
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霧島市
（高千穂）

【主要経路】

鹿
児
島
空
港

霧
島
市
（
高
千
穂
）

貸切バス
（約30分）

県
道
５
６
号

国
道
２
２
３
号



36

第３ 収容施設（ホテル等）の供与



第３−１ 収容施設の供与について

○国から九州・山口各県への入域自粛の要請を行う想定とし，検討の対象とする収容施設（ホテル・旅館）について
は，全ての部屋が空いており，空室率100%と仮定する。
○ホテル等は，１棟全室借上げを前提に確保可能な部屋数を算定。収容可能人数は客室のタイプ毎に「シングルルー
ム・セミダブルルーム：１名」，「ダブル・ツインルーム：２名」，「トリプルルーム以上：３名」として算定。
（客室タイプが不明の部屋については「収容可能人数：１名」として算定。）
〇避難住民には要配慮者（高齢者，障害者，乳幼児その他特別に配慮を要する者（妊産婦，傷病者，内部障害者，難
病患者，医療的ケアを必要とする者等））も含むが，特別な配慮が必要な方については令和７年度以降の検討とする。

鹿児島県初期的な計画（宮古島市⇒鹿児島県内４市）における検討

〇初期的な計画における受入れ検討の対象期間は避難当初の１か月間であり，受入４市にある収容施設で収容可能で
あることから，鹿児島県においては宮古島市からの避難住民全員（13,814人，7,333世帯）を収容施設（以下「ホテ
ル等」という）での受入れとする。
○施設の確保については，「武力攻撃事態等発生時におけるホテル・旅館確保調整要領」に基づき鹿児島県ホテル旅
館生活衛生同業組合を通じて調整する。
○施設及び部屋の割り振りについては，避難生活への影響を最小限とするため，地区／家族単位などでコミュニティ
を維持できるよう調整。世帯構成及びホテルの部屋数や部屋の種類等を考慮し一世帯一部屋以上を基準に入居できる
ように割り当てる。

鹿児島県の整理
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検討の考え方



第３−２ 避難開始から収容施設受入までの調整に関する流れ

① 鹿児島県は，国から救援指示の調整依頼を受け，鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合へ受入施設のとりまとめ及びリストの提供を依頼する。
併せて避難住民の鹿児島空港到着後の輸送計画を作成する。
② 鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合は，ホテル旅館と調整の上，受入可能な収容施設のリストを鹿児島県に提供する。
③ 鹿児島県は，避難住民への宿泊施設の提供について要避難地域の宮古島市に沖縄県経由で通知する。
④ 要避難地域の宮古島市は，避難住民の人数（地区別の内訳，世帯数等の情報含む），輸送計画等について沖縄県に共有する。
⑤ 要避難地域の沖縄県は，宮古島市避難住民の人数，輸送計画等の情報をとりまとめ，避難先地域の鹿児島県へ情報を共有する。
⑥ 鹿児島県は収容施設の割振を行い各収容施設及び鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合に受入避難住民のリストを送付する。また，鹿児島県
バス協会へ輸送計画を送付し避難住民の移送を依頼する。
⑦ 鹿児島県は収容施設の割当て及び移送の調整後，沖縄県と共有する。併せて受入市（鹿児島市，鹿屋市，指宿市，霧島市）に割振状況を共有
し，避難者の受入の協力について依頼する。
⑧ 宮古島市は，避難住民に対して，鹿児島空港到着までに避難先・生活支援などの説明を行う。
⑨ 鹿児島県が中心となり移送を行う。原則，鹿児島空港から直接受入市の収容施設に移動するが，トラブルによりすぐにホテル旅館に行くこと
ができない場合は，空港近くに設置される一時待機所へ移送する。（一時待機所は鹿児島県により開設，運営され，受入市は運営の補助を行
う。）
⑩ 鹿児島県は受入市及び収容施設と連携して避難住民の受入を行う。

要避難地域
（沖縄県）

避難先地域
（鹿児島県）

鹿児島県
バス協会

収容施設

鹿児島空港

鹿児島県ホテル旅館
生活衛生同業組合

避難住民
移送の依頼

避難先等の説明

避難住民等
情報共有

割振結果の共有
・協力依頼

避難住民受入の
リスト送付

各種情報共有

調整結果の共有

※鹿児島県，受入市及び
収容施設とで連携して避
難住民を受け入れる移送

受入可能な
施設の調整

④

開設・
運営

⑤

⑥

⑥

⑦

②

⑧

⑩

避難先地域
（受入市）

バスの手配

一時待機所
※必要に応じて利用移送

⑦

⑨

依頼
リスト
の提供

①

②

運営の
補助

⑥
⑨

⑨

避難住民受入の
リスト送付

⑥

要避難地域
（宮古島市）

通知③

通知③
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調整の流れ
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第３ー３ 救援の実施に当たって必要な情報の整理

※ 内閣府防災のホームページ（https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html）に掲載されている，「被災者台帳（例）」を
参考に救援の実施に当たって必要な情報の整理を行った。

なお，必要な情報のうち，「就学情報」については，被災者台帳（例）に記載のない情報であるが，本検討において，就学の再開について
検討を行うことから必要な情報として整理した。

必要となるタイミング救援の実施に当たって必要な情報

避難元の避難開始までに個人番号，氏名，生年月日（年齢），性別 等個人情報

避難元の避難開始までに
障害の種類・程度，該当項目の確認（乳幼児・妊婦・外国語），持病の有無・状
態，ケアマネ等の支援者の氏名・連絡先，配偶者等の常時支援可能な者の有無，
アレルギー除去食 等

配慮事項

避難元の避難開始までに
世帯情報（世帯構成，世帯主，世帯番号），就学情報（学年など），考慮事項
（ペット，DV，児童虐待） 等

ホテル・旅館等の割り
当てに必要な情報

避難元の避難開始までに
住民票の住所，滞在する避難所情報（避難所の住所，連絡先，アドレス），親戚
などのその他の連絡先（氏名，住所，連絡先） 等

その他

○ 想定される救援の実施に当たって必要な情報（沖縄県から提供される情報）及び避難住民台帳の様式（案）は
以下のとおり。

救援の実施に当たって必要な情報

配慮事項個人情報

№ アレルギー除
去食の有無

配偶者等の
支援者の有

無

ケアマネ等
の支援の

有無

医療機器使
用の有無

持病の有
無・状態

外国語妊婦乳幼児
障害の種
類・程度

性別
生年月日
（年齢）

氏名個人番号

その他ホテル等の割り当てに必要な情報

その他連絡先
（親戚など）

連絡先（電話
番号・メールア

ドレス）
避難先の住所住民票の住所

児童虐待に
関する情報

DVに関す
る情報

ペットの有無学年
就学している
者の有無

世帯番号世帯主世帯構成

【救援の実施に当たって必要な情報】

【避難住民台帳様式（案）】

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html
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第３−４ 収容施設の受入れ調整に必要な情報

○ 収容施設での受入れ調整に必要な情報及び収容施設（ホテル・旅館等）リストの様式（案）は以下のとおり。
収容施設での受入れ調整に必要な情報

必要な情報

ホテル・旅館名，所在地，連絡先（電話番号，メールアドレス），担当者氏名施設に関する情報

部屋数（シングル，ダブル，ツイン，トリプル以上），受入れ可能人数，入浴施設の有無，１日あたりの
食事提供回数，通信設備（Wi-Fi等）の設置状況

設備等に関するの情報

【収容施設での受入れ調整に必要な情報】

【収容施設（ホテル・旅館等）リストの様式（案） 】
施設情報

収容施設№
担当者氏名

連絡先
所在地ホテル・旅館名

メールアドレス電話番号

設備情報

通信設備（Wi-Fi等）の
設置状況

１日あたりの食事提
供回数

入浴施設の有無受入れ可能人数
部屋数

トリプル以上ツインダブルシングル

○ 施設及び部屋の割り振りについては，避難生活への影響を最小限とするため，地区／家族単位などでコミュニ
ティを維持できるよう調整。

○ 世帯構成及びホテルの部屋数や部屋の種類等を考慮し一世帯一部屋以上を基準に入居できるように割り当てる。

収容施設の割り当て方針



第３−５ 収容施設（ホテル等）の管理運営体制について

避難所の運営体制

避難所の管理体制
①収容施設における避難生活は，避難住民が主体となって行うこととし，県，市はそれを支援する。
②避難住民の中から，収容施設ごとに地区の代表者，副代表者（男性・女性）を決定し，各活動班を編成する。

・総務班（行政との連絡調整に関する窓口，各活動班との連絡調整など）
・避難住民班（避難住民名簿の管理，退所者の把握など）
・情報管理班（行政からの情報収集，避難住民への情報伝達など）
・食料班（食料の調達，受入，管理・配布）
・物資班（物資の調達，受入，管理・配布）
※班編制にあたっては，男女比をなるべく均等化する。

③避難住民の人数が多い場合は，既存の「町内会」や「班」などの組織を生かして，グループ単位（30人）の
「居住組」を編成し，組長を決定し，各活動班員との窓口とする。
④避難住民との連絡調整は，総務班を通じて，情報連絡担当者（宮古島市→県又は市）が窓口となり対応する。
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①宮古島市，県，市及びホテル等は，それぞれの連絡体制を整備するため，情報連絡担当者を設置する。

②宮古島市，県及び市は，必要に応じ，行政情報等をホテル等に提供する。
③宮古島市は，行政情報等を避難住民に提供するため，ホテル等の協力を得て，掲示板の設置や広報紙の配布等を
行う。また，ホテル等は，前記の行政情報等を避難住民に提供するため，必要な措置を講じるよう努める。

【必要な措置の例】
掲示板の設置，広報紙の配布，ホームページへの掲載 等

④ホテル等は，県から提供のあった避難住民名簿を宿泊者名簿と突合し，宮古島市からの避難住民であることを確
認する。
⑤ホテル等は，当日受け入れる避難住民がチェックインを完了したときは，速やかに県に連絡する。
⑥県は，避難住民が買い物や通院，金融機関等での手続きが必要になることが想定されるため循環バスを運行する。
⑦宮古島市，県及び市による生活相談窓口を設置する。

【情報連絡担当者の人員配置】
霧島市指宿市鹿屋市鹿児島市県

21126

【配置の考え方，連絡方法】
・県職員，市職員それぞれ１人あたり9〜22施設の対応を想定。
・連絡方法は電話，メールにより行う。

※あくまで一案であり，今後の検討の進捗により変更の可能性あり。



第３−６ 生活相談窓口の設置に係る体制整備について

○ 避難住民の避難先での生活に関する不安を解消するため，鹿児島県庁内に生活相談窓口を設置する。
【利用方法】
○ 各収容施設の「情報管理班」がそれぞれの施設の避難住民の相談を集約し，相談窓口に連絡する。
○ 相談窓口から相談内容に対応する関係先（県担当課，受入れ４市窓口，宮古島市窓口）へ連絡し回答を依頼。

生活相談窓口設置の考え方
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相
談

収容施設
（情報管理班）

生活相談
窓口(県)

鹿児島県
関係課

（出先機関含む）

宮古島市
窓口

（危機管理担当課等）

回答

生活相談窓口利用の流れ

受入れ４市
担当課

宮古島市
担当課

回答

回答

※あくまで一案であり，今後の検討の進捗により変更の可能性あり。

※原則電話受付

○ 開設時間 9：00〜17：00
○ 設置場所 鹿児島県庁内
○ 人員の配置について

→ 常時10名配置
（１日200件程度の着信想定）

受入れ４市
窓口

（危機管理担当課等）

生活相談窓口の開設時間等

【課題】県庁内の設置場所（会議室等）及び配置人員分
の電話機（10台）の確保が必要。



第３−７ 周辺の近隣施設の情報提供について

○ 市町村のホームページにおいて近隣施設の情報を提供していることから収容施設において行政情報等と併せて
情報提供を行う。

提供方法

（出典）鹿児島市HP／鹿児島iマップ
https://www2.wagmap.jp/kagoshima/Portal
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提供内容の一例（鹿児島市，霧島市）

（出典）霧島市HP／施設案内
http://www.city-kirishima.jp/hisyokouhou/shisetsu/index.html

https://www2.wagmap.jp/kagoshima/Portal
http://www.city-kirishima.jp/hisyokouhou/shisetsu/index.html


第３−８ 入域自粛要請に係る観光客（外国人観光客含む）等への情報周知について

○ 鹿児島県ホームページにおいて国民保護に関する情報をはじめとした情報発信を行う。
○ その他，外国人観光客への情報周知として，県ホームページ（日本語）及び県観光サイト（英語）を通じて，

災害時情報提供アプリSafety tips（緊急地震速報や熱中症情報等を通知する無料アプリ：観光庁監修）やX（Japan 
Safe Travel（英語）:JNTO管理）等の情報提供を行う。

周知方法

（出典）① 鹿児島県HP（日本語）／外国人観光客の受入関連情報
https://www.pref.kagoshima.jp/af08/inbound-information.html

② 鹿児島県観光サイト（英語）／災害時情報提供アプリの情報
https://www.kagoshima-kankou.com/for/news/465

① ②
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取組の一例（外国人観光客への情報周知）

https://www.pref.kagoshima.jp/af08/inbound-information.html
https://www.kagoshima-kankou.com/for/news/465


第３−９ 鹿児島県で受け入れる宮古島市の８小学校区の人口及び世帯数について

○鹿児島県で受入れる宮古島市の８小学校区の人口及び世帯構成は以下のとおり。
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各区の
人口

各区の
世帯数

11人世帯10人世帯9人世帯8人世帯7人世帯6人世帯5人世帯4人世帯3人世帯2人世帯
単身
世帯

7,1053,452011310511662864309181,586東小学校

81750300010472632117316狩俣小学校

2118000000000315
旧大神小学
校

477327000103231777224池間小学校

4722621001017162366147
西城小学校
（長中・長南）

1,003545000009172848165278
西城小学校
（長中・長南
除く）

1,5218560000212233181246461城辺小学校

83453700000751137135342福嶺小学校

1,5648330004261847103242411砂川小学校

13,8147,3331111014932454487711,9693,780合 計



第３−10 鹿児島市にて受け入れる避難住民等及び避難先について
○東小学校区住民，西城小学校区（長中・長南），旧大神小学校区住民を鹿児島市中心部
の宿泊施設へ割振
○狩俣小学校区住民を鹿児島市鴨池・与次郎周辺の宿泊施設へ割振
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【訓練用】

収容可能
人数

部屋数宿泊施設避難先人数世帯数地区避難元

12355鹿児島市収容施設１

鹿児島市
（中心部）

7,1053,452東小学校区宮古島市

16657鹿児島市収容施設２

422247鹿児島市収容施設３

270237鹿児島市収容施設４

345230鹿児島市収容施設５

446351鹿児島市収容施設６

11063鹿児島市収容施設７

210155鹿児島市収容施設８

384196鹿児島市収容施設９

313254鹿児島市収容施設１０

8951鹿児島市収容施設１１

11290鹿児島市収容施設１２

8034鹿児島市収容施設１３

3616鹿児島市収容施設１４

238220鹿児島市収容施設１５

184125鹿児島市収容施設１６

121106鹿児島市収容施設１７

252230鹿児島市収容施設１８

115102鹿児島市収容施設１９

329165鹿児島市収容施設２０

2117鹿児島市収容施設２１

137鹿児島市収容施設２２

12196鹿児島市収容施設２３



第３−10 鹿児島市にて受け入れる避難住民等及び避難先について
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【訓練用】

収容可能
人数

部屋数宿泊施設避難先人数世帯数地区避難元

5425鹿児島市収容施設２４

鹿児島市
（中心部）

7,105
（再掲）

3,452
（再掲）

東小学校区
（再掲）

宮古島市

8472鹿児島市収容施設２５

9680鹿児島市収容施設２６

10790鹿児島市収容施設２７

5651鹿児島市収容施設２８

10273鹿児島市収容施設２９

414206鹿児島市収容施設３０

148118鹿児島市収容施設３１

6354鹿児島市収容施設３２

93鹿児島市収容施設３３

126鹿児島市収容施設３４

435251鹿児島市収容施設３５

463217鹿児島市収容施設３６

13998鹿児島市収容施設３７

456228鹿児島市収容施設３８

9143鹿児島市収容施設３９
472262

西城小学校（長
中・長南地区） 152101鹿児島市収容施設４０

249225鹿児島市収容施設４１2118旧大神小学校区
455265鹿児島市収容施設４２

鹿児島市
（鴨池・
与次郎周

辺）

817503狩俣小学校区

448208鹿児島市収容施設４３

10763鹿児島市収容施設４４

8,6405,581合計8,4154,235合計



第３−11 避難住民のホテル・旅館における部屋の割り振りについて【鹿児島市】

○東小学校区

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数
22ー1十人世帯
3ーー1九人世帯
63ー3八人世帯

1020ー10七人世帯
102ーー51六人世帯
1581748166五人世帯

ー572ー286四人世帯
ー430430430三人世帯
ー699438918二人世帯
ーー1,5861,586一人世帯

○狩俣小学校区

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数
21ー1八人世帯

ーーー0七人世帯
8ーー4六人世帯
77ー7五人世帯
640ー26四人世帯

32ーー32三人世帯
4077ー117二人世帯

ー159157316一人世帯

○旧大神小学校区

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数
ー3ー3二人世帯
ーー1515一人世帯

○西城小学校区（長中・長南地区）

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数
31ー1十一人世帯

ーーーー十人世帯
ーーーー九人世帯

21ー1八人世帯
ーーーー七人世帯

2ーー1六人世帯
77ー7五人世帯

ー32ー16四人世帯
11121223三人世帯

ー209266二人世帯
ーー147147一人世帯

○鹿児島市で受入れる４小学校区のホテル・旅館における部屋の割り振りは以下のとおり。
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第３−12 鹿屋市にて受け入れる避難住民等及び避難先について

○福嶺小学校区住民を鹿屋市の宿泊施設へ割り振り
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【訓練用】

収容可能
人数

部屋数宿泊施設避難先人数世帯数地区避難元

10948鹿屋市収容施設１

鹿屋市
834537福嶺小学校区

宮古島市

247192鹿屋市収容施設２

7352鹿屋市収容施設３

8573鹿屋市収容施設４

191157鹿屋市収容施設５

7356鹿屋市収容施設６

7766鹿屋市収容施設７

8771鹿屋市収容施設８

152134鹿屋市収容施設９

1,094849合計834537合計



第３−13 避難住民のホテル・旅館における部屋の割り振りについて【鹿屋市】

○鹿屋市で受入れる小学校区のホテル・旅館における部屋の割り振りは以下のとおり。

○福嶺小学校区

三人部屋二人部屋一人部屋世帯数
14ーー7六人世帯
55ー5五人世帯

ー22ー11四人世帯
37ーー37三人世帯
1710134135二人世帯

ーー342342一人世帯
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第３−14 指宿市にて受け入れる避難住民等及び避難先について

○西城小学校区住民（長中・長南地区以外）を指宿市湯の浜周辺の宿泊施設へ割振
○池間小学校区住民を指宿市西方・東方周辺の宿泊施設へ割振
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【訓練用】

収容可能
人数

部屋数宿泊施設避難先人数世帯数地区避難元

20170指宿市収容施設１

指宿市
（湯の浜
周辺）

1,003545
西城小学校区

（長中・長南地区除く）

宮古島市

21577指宿市収容施設２

266104指宿市収容施設３

13846指宿市収容施設４

13549指宿市収容施設５

15668指宿市収容施設６

177指宿市収容施設７

217指宿市収容施設８

391140指宿市収容施設９

167指宿市収容施設１０

147指宿市収容施設１１

4425指宿市収容施設１２

552195指宿市収容施設１３
指宿市

（西方・
東方）

477327池間小学校区
8433指宿市収容施設１４

15356指宿市収容施設１５

213158指宿市収容施設１６

2,6161,049合計1,480872合計



第３−15 避難住民のホテル・旅館における部屋の割り振りについて【指宿市】

○西城小学校区（長中・長南地区除く）

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数

18ーー9六人世帯

1717ー17五人世帯

56ーー28四人世帯

48ーー48三人世帯

165ーー165二人世帯

10814622278一人世帯

○池間小学校区

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数

21ー1八人世帯

ーーー0七人世帯

6ーー3六人世帯

22ー2五人世帯

ー6ー3四人世帯

17ーー17三人世帯

77ーー77二人世帯

2191112224一人世帯

○指宿市で受入れる２小学校区のホテル・旅館における部屋の割り振りは以下のとおり。
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第３−16 霧島市にて受け入れる避難住民等及び避難先について
○城辺小学校区住民（砂川小学校区の単身世帯138名を含む）を霧島市隼人・国分中央周
辺の宿泊施設へ割振
○砂川小学校区住民を霧島市高千穂周辺の宿泊施設へ割振
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【訓練用】

収容可能
人数

部屋数宿泊施設避難先人数世帯数地区避難元

582328霧島市収容施設１

霧島市
（隼人・
国分中
央）

1,521856

城辺小学校区
＋

砂川小学校区の
単身世帯138名

宮古島市

4214霧島市収容施設２
147霧島市収容施設３
8585霧島市収容施設４
3013霧島市収容施設５
5629霧島市収容施設６
3516霧島市収容施設７
4520霧島市収容施設８
3014霧島市収容施設９
7746霧島市収容施設１０
9073霧島市収容施設１１
7371霧島市収容施設１２

134120霧島市収容施設１３
4236霧島市収容施設１４

181155霧島市収容施設１５
8140霧島市収容施設１６
5218霧島市収容施設１７
3012霧島市収容施設１８
4821霧島市収容施設１９
147霧島市収容施設２０



第３−16 霧島市にて受け入れる避難住民等及び避難先について
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【訓練用】

収容可能
人数

部屋数宿泊施設避難先人数世帯数地区避難元

138霧島市収容施設２１

霧島市
（高千穂
周辺）

1,564833砂川小学校区
宮古島市

3913霧島市収容施設２２
2914霧島市収容施設２３
228霧島市収容施設２４
219霧島市収容施設２５
177霧島市収容施設２６
1111霧島市収容施設２７
209霧島市収容施設２８

271104霧島市収容施設２９
18279霧島市収容施設３０
220157霧島市収容施設３１
5418霧島市収容施設３２

11039霧島市収容施設３３
2914霧島市収容施設３４
3010霧島市収容施設３５
126霧島市収容施設３６
238霧島市収容施設３７
2610霧島市収容施設３８
2511霧島市収容施設３９
146霧島市収容施設４０
155霧島市収容施設４１

16254霧島市収容施設４２
218霧島市収容施設４３

506170霧島市収容施設４４
3,6131,903合計3,0851,689合計



第３−17 避難住民のホテル・旅館における部屋の割り振りについて【霧島市】

○城辺小学校区

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数
24ー2七人世帯

24ーー12六人世帯

2323ー23五人世帯

ー62ー31四人世帯

756681三人世帯

ー246ー246二人世帯

ーー461461一人世帯

○砂川小学校区

三人以上部屋二人部屋一人部屋世帯数
84ー4八人世帯

24ー2七人世帯

12ーー6六人世帯

1818ー18五人世帯

ー94ー47四人世帯

103ーー103三人世帯

18260ー242二人世帯

132ー279（※）411一人世帯
（※）うち138名は，城辺小学校区と同じ霧島市の隼人・
国分中央周辺のホテルに避難する。

○霧島市で受入れる２小学校区のホテル・旅館における部屋の割り振りは以下のとおり。
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第３−18 受入市内における避難住民専用循環バス運行について

〇 受入各市毎に，各収容施設や商業施設や医療機関等を循環
する専用バスの運行を検討。

〇 中型バス（正座席30名程度）を使用。
○ 無償で運行するものとする。
〇 循環バスは，宮古島市からの避難住民の受入れ完了後の避
難住民の移動手段として利用する。

運行案

① 循環バスの運行に係る体制
→ バス事業者による運行管理等の調整

② 運行期間
→ １か月

※ 利用状況に応じて月単位で運行期間を更新
※ 運行区間も適宜見直しを行う

調整事項等

【循環バス運行イメージ】

〇 避難住民のコミュニティバスや路線バスの利用にあたって
は，市民への影響を最小限にするため，バス事業者等との事
前協議において，避難住民の利用ルール等を検討する必要が
ある。

○ 鹿児島県においては避難住民の移動手段として，宿泊施設
からの循環バスの運行を検討しているため，避難住民に対し
ては専用循環バスの利用を推奨することとしたい。

●地区

ホテル1
ホテル2

ホテル3

ホテル4

ホテル5

ホテル6

▲地区中心となる
宿泊施設等

ホテル7

ホテル8

所要時間：○分 所要時間：○分
コミュニティバス等の利用について（課題）

医療機関

商業施設

医療機関商業施設

【循環バスの必要台数：中型バスを想定】
受入４市合計 26台

鹿児島市 ４台，鹿屋市 ４台
指宿市 ６台，霧島市 16台
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第３−19 鹿児島市避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）
鹿児島市循環バス西回り運行ダイヤ

鹿児島市循環バス東回り運行ダイヤ

57

発車時刻
停留所名

2号車１号車2号車１号車2号車１号車2号車1号車2号車1号車

17:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:008:00鹿児島市内停車場所１

17:0716:0715:0714:0713:0712:0711:0710:079:078:07鹿児島市内停車場所２

17:1216:1215:1214:1213:1212:1211:1210:129:128:12鹿児島市内停車場所３

17:2216:2215:2214:2213:2212:2211:2210:229:228:22鹿児島市内停車場所４

17:2916:2915:2914:2913:2912:2911:2910:299:298:29鹿児島市内停車場所５

17:3616:3615:3614:3613:3612:3611:3610:369:368:36鹿児島市内停車場所６

17:4116:4115:4114:4113:4112:4111:4110:419:418:41鹿児島市内停車場所７

17:4516:4515:4514:4513:4512:4511:4510:459:458:45鹿児島市内停車場所８

17:5516:5515:5514:5513:5512:5511:5510:559:558:55鹿児島市内停車場所９

18:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:00鹿児島市内停車場所１０

18:0817:0816:0815:0814:0813:0812:0811:0810:089:08鹿児島市内停車場所１１

18:1517:1516:1515:1514:1513:1512:1511:1510:159:15鹿児島市内停車場所１

→業務終了→業務終了→17：00発→16：00発→15：00発→14：00発→13：00発→12：00発→11：00発→10:00発

発車時刻
停留所名

4号車3号車4号車3号車4号車3号車4号車3号車4号車3号車

17:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:309:308:30鹿児島市内停車場所１

17:4016:4015:4014:4013:4012:4011:4010:409:408:40鹿児島市内停車場所１１

17:4616:4615:4614:4613:4612:4611:4610:469:468:46鹿児島市内停車場所１０

17:5016:5015:5014:5013:5012:5011:5010:509:508:50鹿児島市内停車場所９

18:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:00鹿児島市内停車場所８

18:0517:0516:0515:0514:0513:0512:0511:0510:059:05鹿児島市内停車場所７

18:1017:1016:1015:1014:1013:1012:1011:1010:109:10鹿児島市内停車場所６

18:1717:1716:1715:1714:1713:1712:1711:1710:179:17鹿児島市内停車場所５

18:2417:2416:2415:2414:2413:2412:2411:2410:249:24鹿児島市内停車場所４

18:3417:3416:3415:3414:3413:3412:3411:3410:349:34鹿児島市内停車場所３

18:3917:3916:3915:3914:3913:3912:3911:3910:399:39鹿児島市内停車場所２

18:4517:4516:4515:4514:4513:4512:4511:4510:459:45鹿児島市内停車場所１

→業務終了→業務終了→17：30発→16：30発→15：30発→14：30発→13：30発→12：30発→11：30発→10：30発



第３−20 鹿屋市避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）
鹿屋市循環バス（西回り）運行ダイヤ

鹿屋市循環バス（東回り）運行ダイヤ

58

発車時刻
停留所名

2号車１号車2号車2号車1号車1号車2号車2号車1号車1号車

18:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:00鹿屋市停車場所１

18:0217:0216:0215:0214:0213:0212:0211:0210:029:02鹿屋市停車場所２

18:0517:0516:0515:0514:0513:0512:0511:0510:059:05鹿屋市停車場所３

18:0917:0916:0915:0914:0913:0912:0911:0910:099:09鹿屋市停車場所４

18:1917:1916:1915:1914:1913:1912:1911:1910:199:19鹿屋市停車場所５

18:2217:2216:2215:2214:2213:2212:2211:2210:229:22鹿屋市停車場所６

18:2417:2416:2415:2414:2413:2412:2411:2410:249:24鹿屋市停車場所７

18:2617:2616:2615:2614:2613:2612:2611:2610:269:26鹿屋市停車場所８

18:3017:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:309:30鹿屋市停車場所９

18:3817:3816:3815:3814:3813:3812:3811:3810:389:38鹿屋市停車場所１０

18:4317:4316:4315:4314:4313:4312:4311:4310:439:43鹿屋市停車場所１１

18:4917:4916:4915:4914:4913:4912:4911:4910:499:49鹿屋市停車場所１

→業務終了→業務終了→18：00発→16：00発→17：00発→14：00発→15：00発→12：00発→13：00発→10:00発

発車時刻
停留所名

4号車3号車4号車4号車3号車3号車4号車4号車3号車3号車

18:3017:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:309:30鹿屋市停車場所１

18:3917:3916:3915:3914:3913:3912:3911:3910:399:39鹿屋市停車場所１１

18:4617:4616:4615:4614:4613:4612:4611:4610:469:46鹿屋市停車場所１０

18:5217:5216:5215:5214:5213:5212:5211:5210:529:52鹿屋市停車場所９

18:5417:5416:5415:5414:5413:5412:5411:5410:549:54鹿屋市停車場所８

18:5617:5616:5615:5614:5613:5612:5611:5610:569:56鹿屋市停車場所７

18:5817:5816:5815:5814:5813:5812:5811:5810:589:58鹿屋市停車場所６

19:0518:0517:0516:0515:0514:0513:0512:0511:0510:05鹿屋市停車場所５

19:1118:1117:1116:1115:1114:1113:1112:1111:1110:11鹿屋市停車場所４

19:1518:1517:1516:1515:1514:1513:1512:1511:1510:15鹿屋市停車場所３

19:1818:1817:1816:1815:1814:1813:1812:1811:1810:18鹿屋市停車場所２

19:1918:1917:1916:1915:1914:1913:1912:1911:1910:19鹿屋市停車場所１

→業務終了→業務終了→18：30発→16：30発→17：30発→14：30発→15：30発→12：30発→13：30発→10：30発



第３−21 指宿市避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）

指宿市循環バス（西回り）運行ダイヤ

59

発車時刻
停留所名

2号車１号車2号車１号車2号車１号車2号車1号車2号車1号車

17:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:008:00指宿市停車場所１

17:0416:0415:0414:0413:0412:0411:0410:049:048:04指宿市停車場所２

17:0816:0815:0814:0813:0812:0811:0810:089:088:08指宿市停車場所３

17:1016:1015:1014:1013:1012:1011:1010:109:108:10指宿市停車場所４

17:1316:1315:1314:1313:1312:1311:1310:139:138:13指宿市停車場所５

17:1516:1515:1514:1513:1512:1511:1510:159:158:15指宿市停車場所６

17:1716:1715:1714:1713:1712:1711:1710:179:178:17指宿市停車場所７

17:1916:1915:1914:1913:1912:1911:1910:199:198:19指宿市停車場所８

17:2116:2115:2114:2113:2112:2111:2110:219:218:21指宿市停車場所９

17:2416:2415:2414:2413:2412:2411:2410:249:248:24指宿市停車場所１０

17:3216:3215:3214:3213:3212:3211:3210:329:328:32指宿市停車場所１１

17:3616:3615:3614:3613:3612:3611:3610:369:368:36指宿市停車場所１２

17:4016:4015:4014:4013:4012:4011:4010:409:408:40指宿市停車場所１３

17:4816:4815:4814:4813:4812:4811:4810:489:488:48指宿市停車場所１４

17:5216:5215:5214:5213:5212:5211:5210:529:528:52指宿市停車場所１５

18:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:00指宿市停車場所１６

18:0917:0916:0915:0914:0913:0912:0911:0910:099:09指宿市停車場所１７

18:1917:1916:1915:1914:1913:1912:1911:1910:199:19指宿市停車場所１８

18:2417:2416:2415:2414:2413:2412:2411:2410:249:24指宿市停車場所１９

18:2817:2816:2815:2814:2813:2812:2811:2810:289:28指宿市停車場所２０

18:3217:3216:3215:3214:3213:3212:3211:3210:329:32指宿市停車場所２１

18:3517:3516:3515:3514:3513:3512:3511:3510:359:35指宿市停車場所１

→業務終了→業務終了→17：00発→16：00発→15：00発→14：00発→13：00発→12：00発→11：00発→10:00発



指宿市循環バス（東回り）運行ダイヤ

60

発車時刻
停留所名

4号車3号車4号車3号車4号車3号車4号車3号車4号車3号車

17:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:309:308:30指宿市停車場所１

17:3416:3415:3414:3413:3412:3411:3410:349:348:34指宿市停車場所２１

17:3816:3815:3814:3813:3812:3811:3810:389:388:38指宿市停車場所２０

17:4216:4215:4214:4213:4212:4211:4210:429:428:42指宿市停車場所１９

17:5116:5115:5114:5113:5112:5111:5110:519:518:51指宿市停車場所１８

17:5716:5715:5714:5713:5712:5711:5710:579:578:57指宿市停車場所１７

18:0817:0816:0815:0814:0813:0812:0811:0810:089:08指宿市停車場所１６

18:1617:1616:1615:1614:1613:1612:1611:1610:169:16指宿市停車場所１５

18:2017:2016:2015:2014:2013:2012:2011:2010:209:20指宿市停車場所１４

18:2617:2616:2615:2614:2613:2612:2611:2610:269:26指宿市停車場所１３

18:3017:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:309:30指宿市停車場所１２

18:3817:3816:3815:3814:3813:3812:3811:3810:389:38指宿市停車場所１１

18:4217:4216:4215:4214:4213:4212:4211:4210:429:42指宿市停車場所１０

18:4517:4516:4515:4514:4513:4512:4511:4510:459:45指宿市停車場所９

18:4717:4716:4715:4714:4713:4712:4711:4710:479:47指宿市停車場所８

18:4917:4916:4915:4914:4913:4912:4911:4910:499:49指宿市停車場所７

18:5117:5116:5115:5114:5113:5112:5111:5110:519:51指宿市停車場所６

18:5317:5316:5315:5314:5313:5312:5311:5310:539:53指宿市停車場所５

18:5617:5616:5615:5614:5613:5612:5611:5610:569:56指宿市停車場所４

18:5817:5816:5815:5814:5813:5812:5811:5810:589:58指宿市停車場所３

19:0218:0217:0216:0215:0214:0213:0212:0211:0210:02指宿市停車場所２

19:0518:0517:0516:0515:0514:0513:0512:0511:0510:05指宿市停車場所１

→業務終了→業務終了→17：30発→16：30発→15：30発→14：30発→13：30発→12：30発→11：30発→10：30発

第３−21 指宿市避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）



第３−22 霧島市（隼人・国分中央）避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）

霧島市循環バス西回り運行ダイヤ

61

発車時刻
停留所名

1号車3号車2号車1号車3号車2号車1号車3号車2号車1号車

17:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:008:00霧島市停車場所１

17:0616:0615:0614:0613:0612:0611:0610:069:068:06霧島市停車場所２

17:1616:1615:1614:1613:1612:1611:1610:169:168:16霧島市停車場所３

17:2216:2215:2214:2213:2212:2211:2210:229:228:22霧島市停車場所４

17:2516:2515:2514:2513:2512:2511:2510:259:258:25霧島市停車場所５

17:2816:2815:2814:2813:2812:2811:2810:289:288:28霧島市停車場所６

17:3416:3415:3414:3413:3412:3411:3410:349:348:34霧島市停車場所７

17:5416:5415:5414:5413:5412:5411:5410:549:548:54霧島市停車場所８

18:0217:0216:0215:0214:0213:0212:0211:0210:029:02霧島市停車場所９

18:1317:1316:1315:1314:1313:1312:1311:1310:139:13霧島市停車場所１０

18:2417:2416:2415:2414:2413:2412:2411:2410:249:24霧島市停車場所１１

18:3317:3316:3315:3314:3313:3312:3311:3310:339:33霧島市停車場所１２

18:4017:4016:4015:4014:4013:4012:4011:4010:409:40霧島市停車場所１３

18:4717:4716:4715:4714:4713:4712:4711:4710:479:47霧島市停車場所１４

18:5117:5116:5115:5114:5113:5112:5111:5110:519:51霧島市停車場所１５

18:5517:5516:5515:5514:5513:5512:5511:5510:559:55霧島市停車場所１６

18:5917:5916:5915:5914:5913:5912:5911:5910:599:59霧島市停車場所１７

19:0518:0517:0516:0515:0514:0513:0512:0511:0510:05霧島市停車場所１

→業務終了→業務終了→業務終了→17：00発→16：00発→15：00発→14：00発→13：00発→12：00発→11:00発



霧島市循環バス東回り運行ダイヤ

62

発車時刻
停留所名

4号車6号車5号車4号車6号車5号車4号車6号車5号車4号車

17:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:309:308:30霧島市停車場所１

17:3316:3315:3314:3313:3312:3311:3310:339:338:33霧島市停車場所１７

17:3716:3715:3714:3713:3712:3711:3710:379:378:37霧島市停車場所１６

17:4116:4115:4114:4113:4112:4111:4110:419:418:41霧島市停車場所１５

17:4516:4515:4514:4513:4512:4511:4510:459:458:45霧島市停車場所１４

17:5216:5215:5214:5213:5212:5211:5210:529:528:52霧島市停車場所１３

18:0117:0116:0115:0114:0113:0112:0111:0110:019:01霧島市停車場所１２

18:0817:0816:0815:0814:0813:0812:0811:0810:089:08霧島市停車場所１１

18:2317:2316:2315:2314:2313:2312:2311:2310:239:23霧島市停車場所１０

18:3417:3416:3415:3414:3413:3412:3411:3410:349:34霧島市停車場所９

18:4217:4216:4215:4214:4213:4212:4211:4210:429:42霧島市停車場所８

19:0218:0217:0216:0215:0214:0213:0212:0211:0210:02霧島市停車場所７

19:0818:0817:0816:0815:0814:0813:0812:0811:0810:08霧島市停車場所６

19:1118:1117:1116:1115:1114:1113:1112:1111:1110:11霧島市停車場所５

19:1418:1417:1416:1415:1414:1413:1412:1411:1410:14霧島市停車場所４

19:2018:2017:2016:2015:2014:2013:2012:2011:2010:20霧島市停車場所３

19:3018:3017:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:30霧島市停車場所２

19:3518:3517:3516:3515:3514:3513:3512:3511:3510:35霧島市停車場所１

→業務終了→業務終了→業務終了→17：30発→16：30発→15：30発→14：30発→13：30発→12：30発→11：30発

第３−22 霧島市（隼人・国分中央）避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）



第３−23 霧島市（高千穂地区）避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）

霧島市街地方面西回り運行ダイヤ

63

発車時刻
停留所名

5号車4号車3号車2号車1号車5号車4号車3号車2号車1号車

17:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:009:008:00霧島市停車場所１８

17:0416:0415:0414:0413:0412:0411:0410:049:048:04霧島市停車場所１９

17:0616:0615:0614:0613:0612:0611:0610:069:068:06霧島市停車場所２０

17:0916:0915:0914:0913:0912:0911:0910:099:098:09霧島市停車場所２１

17:1216:1215:1214:1213:1212:1211:1210:129:128:12霧島市停車場所２２

17:1916:1915:1914:1913:1912:1911:1910:199:198:19霧島市停車場所２３

17:2716:2715:2714:2713:2712:2711:2710:279:278:27霧島市停車場所２４

17:4016:4015:4014:4013:4012:4011:4010:409:408:40霧島市停車場所２５

18:0717:0716:0715:0714:0713:0712:0711:0710:079:07霧島市停車場所２６

18:1217:1216:1215:1214:1213:1212:1211:1210:129:12霧島市停車場所２７

18:2617:2616:2615:2614:2613:2612:2611:2610:269:26霧島市停車場所２８

18:4317:4316:4315:4314:4313:4312:4311:4310:439:43霧島市停車場所２９

18:5517:5516:5515:5514:5513:5512:5511:5510:559:55霧島市停車場所３０

19:0618:0617:0616:0615:0614:0613:0612:0611:0610:06霧島市停車場所３１

19:1318:1317:1316:1315:1314:1313:1312:1311:1310:13霧島市停車場所３２

19:4218:4217:4216:4215:4214:4213:4212:4211:4210:42霧島市停車場所３３

19:4918:4917:4916:4915:4914:4913:4912:4911:4910:49霧島市停車場所３４

19:5718:5717:5716:5715:5714:5713:5712:5711:5710:57霧島市停車場所３５

20:0919:0918:0917:0916:0915:0914:0913:0912:0911:09霧島市停車場所３６

20:1619:1618:1617:1616:1615:1614:1613:1612:1611:16霧島市停車場所３７

20:2419:2418:2417:2416:2415:2414:2413:2412:2411:24霧島市停車場所３８

20:3919:3918:3917:3916:3915:3914:3913:3912:3911:39霧島市停車場所３９

20:5219:5218:5217:5216:5215:5214:5213:5212:5211:52霧島市停車場所１８

→業務終了→業務終了→業務終了→業務終了→業務終了→17:00発→16:00発→15:00発→14:00発→13:00発



霧島市街地方面東回り運行ダイヤ
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発車時刻
停留所名

10号車9号車8号車7号車6号車10号車9号車8号車7号車6号車

17:3016:3015:3014:3013:3012:3011:3010:309:308:30霧島市停車場所１８

17:4416:4415:4414:4413:4412:4411:4410:449:448:44霧島市停車場所３９

17:5916:5915:5914:5913:5912:5911:5910:599:598:59霧島市停車場所３８

18:0717:0716:0715:0714:0713:0712:0711:0710:079:07霧島市停車場所３７

18:1417:1416:1415:1414:1413:1412:1411:1410:149:14霧島市停車場所３６

18:2717:2716:2715:2714:2713:2712:2711:2710:279:27霧島市停車場所３５

18:3417:3416:3415:3414:3413:3412:3411:3410:349:34霧島市停車場所３４

18:4117:4116:4115:4114:4113:4112:4111:4110:419:41霧島市停車場所３３

19:1018:1017:1016:1015:1014:1013:1012:1011:1010:10霧島市停車場所３２

19:1718:1717:1716:1715:1714:1713:1712:1711:1710:17霧島市停車場所３１

19:2818:2817:2816:2815:2814:2813:2812:2811:2810:28霧島市停車場所３０

19:4018:4017:4016:4015:4014:4013:4012:4011:4010:40霧島市停車場所２９

19:5718:5717:5716:5715:5714:5713:5712:5711:5710:57霧島市停車場所２８

20:1119:1118:1117:1116:1115:1114:1113:1112:1111:11霧島市停車場所２７

20:1619:1618:1617:1616:1615:1614:1613:1612:1611:16霧島市停車場所２６

20:4319:4318:4317:4316:4315:4314:4313:4312:4311:43霧島市停車場所２５

20:5619:5618:5617:5616:5615:5614:5613:5612:5611:56霧島市停車場所２４

21:0420:0419:0418:0417:0416:0415:0414:0413:0412:04霧島市停車場所２３

21:1120:1119:1118:1117:1116:1115:1114:1113:1112:11霧島市停車場所２２

21:1420:1419:1418:1417:1416:1415:1414:1413:1412:14霧島市停車場所２１

21:1720:1719:1718:1717:1716:1715:1714:1713:1712:17霧島市停車場所２０

21:1920:1919:1918:1917:1916:1915:1914:1913:1912:19霧島市停車場所１９

21:2320:2319:2318:2317:2316:2315:2314:2313:2312:23霧島市停車場所１８

→業務終了→業務終了→業務終了→業務終了→業務終了→17:30発→16:30発→15:30発→14:30発→13:30発

第３−23 霧島市（高千穂地区）避難住民専用循環バス運行について（運行ダイヤ）
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第４ 食品の給与及び飲料水の供給



第４−１ 食事（弁当）の給与について

鹿児島県初期的な計画（宮古島市⇒鹿児島県内４市）における検討

○国が自治体等と接触を開始してからの物資調達のスキームや事業者の選定等について，調整に要す
る時間が制約要因とならないものと仮定する。

○自然災害における避難所開設のように突発的なものではないため，備蓄物資による対応を前提とし
ない。（ただし，緊急の場合は備蓄物資による対応も可能とする。）

○調達スキームの都合上，本項目における検討は食事（弁当）に限るものとし，その他食品及び飲料
水の供給については，後述の生活必需品の供給と併せて整理する。

検討の考え方

鹿児島県の整理
〇１日３食提供可能なホテル等については検討の対象から除外する。

○食事の提供が困難な場合，「食事（弁当）供給体制の構築について」の手順で県が別途手配す
る。

○各ホテル等における食事の必要数の把握については「食事（弁当）供給体制の構築について」
の手順で受入４市に補助していただくことを想定している。

○食事（弁当）の配達については，食事（弁当）提供事業者自ら配送することを想定しているが，元々
の営業形態で配達を行っていない事業者については，「食事（弁当）供給体制の構築について」の手
順で運送事業者の協力により収容施設まで配達を行うこととする。
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○ホテル等での食事の提供が困難な場合，鹿児島県において弁当事業者等へ発注する。
発注に当たって留意が必要な事項は以下の通り

・提供対応可能な数量であるか
・１ヵ月間，毎日提供可能か（３食が困難な場合は分けて発注も検討（例）朝食・夕食と昼食は別の事業者）
・ホテル等が配送可能なエリアにあるか（各市ごとの発注を検討）

○食物アレルギーや離乳食，咀嚼・嚥下困難等の特別な配慮が必要な場合は別途対応が求められるため，事前に
避難住民に聞き取りを行っておく必要がある。（避難住民台帳の記載情報から把握する。）

○食事の提供については，ホテル等と調整のうえ，当該施設機能に応じて対応を検討する。
・食堂がある場合 → 食堂で定刻に提供
・食堂がない場合 → 収容施設毎に当番を決めて避難住民自らによる配布を行う。

（対応できない理由がある場合は，県または受入市による支援を検討）

○弁当事業者等の発注に際しては，食品衛生法や大量調理施設衛生管理マニュアル（厚労省作成）の基準を満たす
必要がある。

○献立の検討に当たっては，３食の栄養バランスを配慮した献立内容が望ましい。

○必要に応じて，「食事（弁当）の調達・提供に係る調整を外部委託する場合の調整の流れ」のように，発注から配
送までの手続きを一括して業務委託するパターンも案として検討する。

（１）事前準備

（２）提供方法

（３）その他
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第４−１ 食事（弁当）の給与について



第４−２ 食事（弁当）供給体制の構築について

避難先地域
（受入４市）

【食料班，避難住民対応班】

連携

②

必要数
報告

必要数
報告

運送
要請

食事調達
（発注）

運送業者

収容施設
（避難先施設）配送

食事の
受け取り

鹿児島県
（危機管理課，農政部）
【食料班，輸送調整班】

食事（弁当）
提供事業者

食事（弁当）供給体制の構築

① 鹿児島県【食料班，輸送調整班】
・必要な食事（弁当）の数量についての情報把握
・食事（弁当）提供事業者に必要な数量の食品を発注
・運送業者への物資の運用の要請
（ホテルまで配送できない事業者がいる場合）

②受入４市（鹿児島市，鹿屋市，指宿市，霧島市）【食料班，避難住民対応班】
・避難先施設における必要な食事（弁当）の数量の把握及び県への報告
→各ホテル旅館ごとに避難住民の中から食事（弁当）の必要数の報告者及び食事当番
（業者からの受取人）を決めておく。

③食事（弁当）提供事業者
・食事の提供
・必要な食品数を提供するための食料品の確保

④運送事業者
・避難先施設への弁当の配送
（ホテルまで配送のできない事業者がいる場合）

①

③

④

食事（弁当）供給体制の構築（役割分担）

配送

必要数量
とりまとめ

※今後変更の可能性あり
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（事前の対応）
避難住民台帳の情報
から食物アレルギー
対象者を把握

沖縄県



第４−３ 食事（弁当）供給体制の構築について【委託の場合】

【前提条件】
・ホテル旅館で３食提供できない場合にこの流れで調達を行う。
・鹿児島県は受入４市（鹿児島市，鹿屋市，指宿市，霧島市）内の食事が提供できる事業者（弁当屋等）について把握しておく。
・各ホテル旅館ごとに避難住民の中で食事当番（委託業者への連絡者及び食事（弁当）の受取人）を決めておく。
・各ホテルに食事が届く時間も予め決めておく。
【調整の流れ】
①委託業者は，翌日分の食事の必要数を把握する。
②委託業者は，食事提供事業者に発注し，併せて必要に応じて（業者が配達できない場合など）運送業者に配送の依頼を行う。
③運送業者は，食事提供事業者から商品を受け取る。
④食事提供事業者及び運送業者は決められた時間までに各ホテル旅館へ配送する。
⑤各ホテル旅館ごとに食事当番が受け取り，提供する。

鹿児島県

委託業者

運送業者

収容施設

委託契約

依頼

委託業者に委託する場合の調整の流れ案

④

③

②

食事提供事業者

発注

受取

②
配送

⑤ 受取

※今後変更の可能性あり
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① 必要数
の把握

沖縄県（事前の対応）
避難住民台帳の情報から
食物アレルギー対象者を把握
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【前提条件】
・ホテル旅館で３食提供できない場合にこの流れで調達を行う。
・県は鹿児島県内の食事提供事業者について，事前に食事の提供可能数，配送ルート，提供可能時間等を把握しておく。
・県及び委託業者は食事提供事業者に対して店舗での避難住民に対する食事の受け取りフローの事前確認を実施しておく。
【調整の流れ】
①委託業者は，翌日分の食事の必要数を把握し，食事提供事業者へ発注する。
②委託業者は，「引換券」を発行し避難者へ配布する。
③避難住民は，食事提供事業者に「引換券」を持参し，受け取る。
④食事提供事業者は，委託業者と食事代金の精算を行う。

鹿児島県

委託業者 避難住民
（収容施設）

委託契約

引換券活用の場合の調整の流れ案

食事提供事業者
① 必要数の把握・発注

食事の調達
店舗への配送

② 引換券の配布

③ 引換券と
交換で受取

④ 食事代金の精算

第４−４ 食事（弁当）供給体制の構築について【引換券活用の場合】（P）
※今後変更の可能性あり



第４−５ 【検討】霧島市における食事（弁当）供給体制の構築について

○霧島市において，現在受入予定の避難住民（城辺小学校区及び砂川小学校区3,085人）に対して，以下の条件で，
今回のスキームによる食事提供の検討を行った。

【条件】
→ 受入予定の避難住民全員（3,085人）に昼食を提供（朝・夕は宿泊施設で提供可能と仮定）
→ 九州・山口各県は平時の状態であるため，物流の混乱，物資の買い占めは発生していない

初期的な計画作成における取組み

○霧島市内に営業所を持つＣ社に協力を依頼し以下のとおり検討を行った。
提供事業者の選定

○提供対応可能な数量であるか
→ 3,085人分の食事の提供可能

○１ヵ月間，毎日提供可能か
→ 事前の調整が必須だが，1ヶ月間毎日の提供が可能

○ホテル等が配送可能なエリアにあるか
→ 利用を想定している全ての施設が配送可能なエリアに入っている

※ 以上の検討結果から，次項のとおり霧島市における食事（弁当）供給体制の構築を行った。

検討結果

○救援の基準告示の範囲内（１人あたり1,390円以内）で１日３食の提供が可能かどうか検討が必要
国において１人あたりの食費金額について引き上げの検討をお願いしたい。

○このスキームで実現するためには，少なくとも１〜２ヶ月の準備期間が必要
○物流体制の調整が必要（配送車両の確保，ホテル側の荷下ろし場所の確保，保管場所の確保など）

課題
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･･･発注日

避難先地域
（霧島市）

連携

②

必要数
報告

必要数
報告

食事調達
（発注）

収容施設
（避難先施設）配送

鹿児島県
（危機管理課，農政部）

食事（弁当）
提供事業者（Ｃ社）

食事（弁当）供給体制の構築

① 鹿児島県
・必要な食事（弁当）の数量についての情報把握
・食事（弁当）提供事業者に必要な数量の食品を発注

【発注の時期・タイミング】
→利用開始日の前の週の水曜日までに発注することとする。

その後，毎週水曜日に翌週分の発注を行う。
（右下参考図参照）

①

③

食事（弁当）供給体制の構築（役割分担）

必要数量
とりまとめ

※今後変更の可能性あり
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（参考図）
発注の時期・タイミング

（例）20XX年○月
土金木水火月日

7654321

141312111098

21201918171615

28272625242322

4321313029

111098765

② 受入市（霧島市）
・避難先施設における必要な食事（弁当）の数量の把握及び

県への報告
→各ホテル旅館ごとに避難住民の中から食事（弁当）の必要数

の報告者及び食事当番（業者からの受取人）を決めておく。

③食事（弁当）提供事業者（Ｃ社）
・食事の提供
・必要な食品数を提供するための食料品の確保

※20XX年○月9日から利用開始する場合，
○月4日までに発注する必要がある。

利用開始

第４−５ 【検討】霧島市における食事（弁当）供給体制の構築について



第４−６ 【検討】更なる食事の提供可能数の検討（全数検討）について

○県内受入れ４市において，現在受入予定の避難住民（８小学校区13,814人）に対して，以下の条件で，今回のス
キームによる食事提供の検討を行った。

【条件】
→ 受入予定の避難住民全員（ 13,814人）に昼食を提供（朝・夕は宿泊施設で提供可能と仮定）
→ 九州・山口各県は平時の状態であるため，物流の混乱，物資の買い占めは発生していない
→ 委託業者経由での発注とする。

県内受入れ４市における供給体制の構築

○鹿児島県内の弁当事業者５社（D社，E社，F社，G社，H社）に協力を依頼し以下のとおり検討を行った。
提供事業者の選定

○提供対応可能な数量であるか
→ 13,814人分の食事の提供が可能

○１ヵ月間，毎日提供可能か
→ 事前の調整が必須だが，1ヶ月間毎日の提供が可能（物資の買い占めは発生しない前提／正月・お盆等の時

期は除く）
→物資の買い占めは発生しない前提でも，食材や提供するための容器が不足する恐れがあることに留意。

○ホテル等が配送可能なエリアにあるか
→ 利用を想定している全ての施設が配送可能なエリアに入っている。（各社の配送能力には限りがあるため，

別途，運送事業者の手配が必要。）

※ 以上の検討結果から，次項のとおり県内受入れ４市における食事（弁当）供給体制の構築を行った。

検討結果

○災害救助費の範囲内（１人あたり1,390円）で１日３食の提供は困難（１食あたり1,200円必要）
○各社の配送能力には限りがあるため，別途，運送事業者の手配が必要。

課題

73



避難先地域
（４市）

連携

④

必要数
報告

必要数
報告

収容施設
（避難先施設）配送

食事調達
（発注）

食事（弁当）
提供事業者（Ｄ〜H社）

食事（弁当）供給体制の構築

① 鹿児島県
・委託業者と業務委託契約を締結

② 委託業者
・必要な食事（弁当）の数量についての情報把握
・食事（弁当）提供事業者に必要な数量の食品を発注
・運送事業者へ配送の要請

③ 運送事業者
・避難先施設への弁当の配送
（食事提供事業者のみでは不足する配送手段の確保）

鹿児島県①

⑤

食事（弁当）供給体制の構築（役割分担） ※今後変更の可能性あり
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（例）20XX年○月
土金木水火月日

7654321

141312111098

21201918171615

④ 受入市（４市）
・避難先施設における必要な食事（弁当）の数量の把握及び

委託業者への報告
→各ホテル旅館ごとに避難住民の中から食事（弁当）の必要数

の報告者及び食事当番（業者からの受取人）を決めておく。

⑤食事（弁当）提供事業者（ D社，E社，F社，G社，H社）
・食事の提供
・必要な食品数を提供するための食料品の確保

※20XX年○月9日から利用開始する場合，
○月6日までに発注する必要がある。
以降は，前日の12時までに発注。

利用開始

･･･発注日

第４−６ 【検討】更なる食事の提供可能数の検討（全数検討）について

配送要請

【発注の時期・タイミング】
→初回は利用開始日の３日前まで
（事前の調整は必要）に発注する。
以降は，前日の12時までに発注を行う。

委託業者②

委託契約

必要数量
とりまとめ

運送業者③
配送受取



第４−７ 食事及び生活必需品の発注様式について

○ 避難所（ホテル旅館等）における，食事及び生活必需品の必要数量の把握については，以下の様式を使用する。
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※今後変更の可能性あり
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第５ 生活必需品の給与又は貸与



第５−１ 生活必需品の給与又は貸与について

○ 「食事（弁当）の供与」と同様に，国が自治体等と接触を開始してから実際に避難を開始するまでに一定の期間
があり，物資調達のスキームや事業者の選定等について調整する猶予があるものとする。
○自然災害における避難所開設のように突発的なものではないため，備蓄物資による対応を前提としない。（ただ
し，緊急の場合は備蓄物資による対応も可能とする。）
〇物資集積拠点は，鹿児島県災害時受援計画において予め選定された物資拠点候補地の利用を想定する。
○調達スキームの都合上，食品（弁当除く）及び飲料水の供給についても，生活必需品の供給と併せて整理する。

考え方

鹿児島県の整理
○生活必需品については，後述のスライド「生活必需品（食品（弁当除く），飲料水を含む）の供給体制の構築につ
いて」の流れ（供給体制）で提供することを想定。
〇生活必需品を調達するにあたり，県と民間事業者が締結している災害時応援協定の枠組みを活用する。
〇協定等により十分な量の調達が困難な物資がある場合は，国に対する不足物資の要請についても検討する。
〇物資集積拠点として，県内外からの受入れは「一次輸送拠点（鹿児島県災害時受援計画における県物資拠点候補地
を検討中）」，受入４市内への配送先は「二次輸送拠点（鹿児島県災害時受援計画における市町村物資拠点候補地を
検討中）」を想定する。
○生活必需品の提供についても，必要に応じて発注から配送（提供）までを外部委託することを一案として検討。
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○ 一時待機所で使用する物品については，避難１日目の住民が鹿児島空港に到着するまでに一時待機所に搬入を
完了することができるよう，提供事業者と調整する。

○ 毎日定量が必要な飲料水等については，２日に１回直接ホテルへ配送する。
○ 循環バスの経由地に物資集積所を設定し，必要なものはその都度住民自ら受け取りに行くことを想定。
○ 物資集積所に管理者を配置し，在庫の把握を行い，不足する物品についてはその都度発注することで，欠品す

ることのないように対応する。

生活必需品の提供（配布）方法



第５−２ 物資集積所の設置について

物資集積所の設置について

○ 業務（開設時間 9：00〜17：00）
・ 物資の仕分け・梱包

○ 人員の配置について
・ 物資集積所ごとに管理者を配置し，在庫の把握を行う
・ 避難開始１週間は，一時待機所も含めた多くの物資が動くため，多数の職員を配置
・ 避難開始１週間後以降は，宮古島市職員も含めて配置する

物資集積所における業務・人員配置について

○ 避難開始１週間の人員配置 ○ 避難開始１週間後以降の人員配置

※１人あたり50世帯分の物資の対応を想定 ※１人あたり100世帯分の物資の対応を想定
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※今後変更の可能性あり

※鹿児島県初期的な計画においては，物資提供事業者が市の物資集積所に直接配送することとする。

所在地施設所有者施設名称
設置主体
（開設者）

鹿児島市中山町５９１－１鹿児島市鹿児島ふれあいスポーツセンター鹿児島市

鹿屋市向江町２９－１鹿屋市鹿屋市体育館鹿屋市

指宿市東方10411指宿市サンシティホールいぶすき指宿市

霧島市隼人町山田１－１４－１６霧島市隼人体育館
霧島市

霧島市牧園町宿窪田２９９２霧島市牧園アリーナ

合計受入各市鹿児島県施設名称

853055鹿児島ふれあいスポーツランド

1147鹿屋市体育館

18612サンシティホールいぶすき

17611隼人体育館

17611牧園アリーナ

1485296合 計

合計宮古島市受入各市鹿児島県施設名称

43101023鹿児島ふれあいスポーツランド

6222鹿屋市体育館

9333サンシティホールいぶすき

9225隼人体育館

9225牧園アリーナ

76191938合 計



第５−３ 提供する食品・飲料水，生活必需品の対象一覧

○鹿児島県初期的な計画において，避難住民に提供する食品，飲料水，生活必需品の対象品目については，「鹿児島
県が民間事業者と締結している災害時における応急生活物資の供給協力に関する協定」，「鹿児島県地域防災計画」，
「避難住民の受入れに係る先行検討例」を参考に以下のとおり案とする。

対象物品の整理

【食品（弁当は前項，「食事の提供」で検討したため除外）・飲料水】
おにぎり，パン，缶詰，カップラーメン，カップ味噌汁，飲料水

食品・飲料水一覧

【日用品】
ちり紙，消毒液，割り箸，使い捨て食器，ポリ袋，マスク，トイレットペーパー，傘
石鹸（ハンドソープ），歯ブラシ，歯磨粉

【衣類等】
洋服，シャツ，パンツ等の下着，靴下，靴，サンダル，タオル

【要配慮者（高齢者，障害者等）の日常生活支援のための用具】
・乳幼児用紙おむつ，粉ミルク，離乳食
・女性用生理用品
・高齢者（大人用）おむつ，パッド

生活必需品一覧
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※下線は，一時待機所でのみ使用が見込まれる物資。

〇令和５年度の沖縄県・５市町村が行った訓練検討では，航空機搭乗時の手続き
円滑化等の観点から，先島諸島５市町村で「持込荷物のバッグは３辺の和が
100㎝以内（100席未満の場合のサイズ）＋身の回り品」と統一しており，長
期避難に必要な荷物は別送する方向で別途検討することとしている。

〇このような状況をふまえ，避難直後に必要となると想定される生活必需品等を
以下のとおり一案を作成。今後，別送等に係る検討と連携しつつ生活必需品の
給与等について整理していく。



○ 現状，世帯数・住民数を除く避難住民の詳細情報が不明であることから，以下のとおり仮置きし，一時待機所
及び収容施設で必要な物品の数量を想定した。
・ 必要数量については概数（住民数：13,814人→14,000人）でおおよその数字を想定する。
・ 避難住民の男女比は１：１（男性：6,907人→7,000人，女性：6,907人→7,000人）とする。
・ 子供用紙おむつが必要な子どもの数は500人とする。
・ 粉ミルク及び離乳食が必要な子どもの数はそれぞれ200人とする。
・ 生理用品が必要な女性の数は4,000人とする。
・ 大人用紙おむつが必要な高齢者の数は500人とする。

○ 一時待機所における物資の必要量の積算は避難住民全員が１日宿泊するものとして想定

必要数量の整理

合計６日目５日目４日目３日目２日目１日目
１泊２日
１人分

品目

個28,0004,8006,0006,0004,8003,4003,0002おにぎり

個28,0004,8006,0006,0004,8003,4003,0002パン

個28,0004,8006,0006,0004,8003,4003,0002缶詰

個14,0002,4003,0003,0002,4001,7001,5001カップラーメン

個14,0002,4003,0003,0002,4001,7001,5001カップ味噌汁

本56,0009,60012,00012,0009,6006,8006,0004飲料水（500ml）

本4808080808080802粉ミルク
（スティックタイプ）

個4808080808080802離乳食

合計６日目５日目４日目３日目２日目１日目

人13,8142,3692,9902,9902,3251,6601,480避難住民数

人14,0002,4003,0003,0002,4001,7001,500避難住民数（概数）

１日ごとの一時待機所利用者数（最大）

一時待機所で必要な食糧品の数量一覧
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第５−３ 提供する食品・飲料水，生活必需品の対象一覧



必要量
（７日間累計）

規格対象者品目種別

1,400袋１袋10個入り全員ちり紙

日用品

140袋１袋200膳入り全員割り箸

140袋１袋200枚入り全員使い捨て食器（皿）

140袋１袋200枚入り全員使い捨て食器（お椀）

280袋１袋50枚入り全員ポリ袋

160袋1袋12ロール入り全員（共用）トイレットペーパー

150本1本250ml全員（共用）石鹸（ハンドソープ）

14,000本全員歯ブラシ

14,000個使い切り用3gチューブ全員歯磨き粉

14,000枚フェイスタオル全員タオル

必要量
（１月分）

規格対象者品目種別

14,000本スプレータイプ（50ml）全員消毒液

日用品 14,000箱１箱30枚入り全員マスク

14,000本全員傘

70,000枚全員洋服（上）

衣類等

42,000枚全員洋服（下）

70,000枚全員シャツ

70,000枚全員下着類

70,000組全員靴下

14,000足全員靴

14,000足全員サンダル

2,500袋1袋30枚入り子ども500人乳幼児紙おむつ

その他

1,000缶１缶800g入り子ども200人粉ミルク

18,000食子ども200人離乳食

4000袋１パック30枚入り女性4,000人女性用生理用品

2,500袋大人用（１パック30枚入り）高齢者500人高齢者用紙おむつ

2,500袋大人用（１パック30枚入り）高齢者500人高齢者用尿取りパッド

収容施設で必要な生活必需品の数量一覧

一時待機所で必要な生活必需品の数量一覧
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第５−３ 提供する食品・飲料水，生活必需品の対象一覧



第５−４ 生活必需品（食品（弁当除く），飲料水を含む）の供給体制の構築について

避難先地域
（県・受入４市）

【物資調整班，避難住民対応班】

国

生活必需品供給体制の構築（役割分担）

②

物資要請

物資要請

物資調達

物資集積所（市）
※二次輸送拠点
物資の仕分け・梱包

不足物資
の要請

収容施設
（避難先施設）
一時待機所

開設

配送

鹿児島県
（危機管理防災局，保健福祉部）
【物資調整班，輸送調整班】

物資の
提供

物資提供事業者

生活必需品供給体制の構築

① 鹿児島県【物資調整班，輸送調整班】
・必要な生活必需品の把握
・物資集積所の開設
・物資提供事業者への調達依頼
・運送事業者への物資の運用の要請
・一次集積所における物資の仕分け・梱包

【物資提供者による調達が困難な物資がある場合】
・国に対して不足物資支援の要請

②避難先地域（受入４市）【物資調整班，避難住民対応班】
・必要な生活必需品の把握及び県への報告
・避難先施設における物資配布の支援
・二次集積所における物資の仕分け・梱包

③物資提供事業者
・物資の提供

④運送事業者
・物資集積所から避難先施設への物資の配送

①

③

必要物資
とりまとめ

※緊急的な対応が必要な場合，
備蓄物資から手配

※今後変更の可能性あり

連携

物資集積所（県）
※一次輸送拠点
物資の仕分け・梱包

配送

開設 運送事業者

運送要請

④

受取
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第５−５ 生活必需品（食品（弁当除く），飲料水を含む）の供給体制の構築について【委託の場合】

【前提条件】
・県は委託業者に生活必需品の供給を委託し，委託業者は事務局を設置する。
・県は受入４市（鹿児島市，鹿屋市，指宿市，霧島市）それぞれに物資集積所を確保しておく。
・各ホテル旅館に避難住民の中で物資の受け取り当番（委託業者への連絡者及び物資の受取人）を決めておく。
・各ホテル旅館に物資が配送される時間を概ね決めておく。
・運送事業者から事務局に配送車のコントローラーを配置し，コントローラーは配送計画の立案を行う（コントローラーは運送事業者の職

員を想定）。なお，収容施設所在地は，多くのホテル旅館等が集まる地域を想定しているため配送車は小回りが利く軽トラックを想定。
【調整の流れ】
①委託業者（事務局）は，避難住民が必要とする物資及びその必要数を把握する。
②委託業者（事務局）は生活物資の提供事業者に発注し，併せて運送事業者に配送の依頼を行う。
③生活物資の提供事業者は発注された物資を各市の物資集積所に納品する。
④委託業者（事務局）が物資集積所に納品された物資を仕分け，運送業者が受領し，ホテル旅館へ配送する。
⑤各ホテル旅館の物資受け取り当番が受け取り，提供する。

委託業者に委託する場合の調整の流れ案 ※今後変更の可能性あり
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鹿児島県

委託業者
（事務局）

生活物資提供事業者

収容施設

物資集積所

配送
依頼

納品

⑤
④

③

② 運送事業者発注 手配

②

委託契約

必要物資・必
要数の把握①

受取

完了報告

各収容施設に１日１回配送
（前日までに把握した物資）

軽トラックで配送（想定）

職員派遣（配送コントローラー）
・配送計画の立案
・運送事業者との調整（台数確保等）



※ 被災市町村や避難所が少数の場合は，「集配中継地」「集積地」を経由せず，直接避難所に輸送する場合もあり得る。

協 定 締 結
流 通 事 業 者

指 定 場 所

県備蓄物資配送，流通備蓄による物資調達イメージ

市町村による物資輸送

物
資
種
類
・

供
給
量
調

物
資
供
給

要
請

物
資
供
給

連
絡

集積地
（市町村役場・公民館等）
［市町村内の集配拠点］

避難所避難所 避難所

鹿 児 島 県

県備蓄物資

集配中継地
［広域の集積・調整拠点］

県手配車両等による物資輸送

関係事業者車両
による物資輸送

県手配車両等による物資輸送

協定締結

協力要請

協力諾否の連絡

第５−６ 災害時備蓄物資利用の流れについて
考え方
○本検討においては前述のとおり，自然災害における避難所開設のように突発的なものではないため，備蓄物資に
よる対応を前提としないが，緊急の場合は国民保護法に基づき備蓄物資による対応も可能とする。
（国民保護法第143条）

都道府県知事及び市町村長は，他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは，避難住民等の救援のため，その備蓄する物資又は
資材を，必要に応じ供給しなければならない。
（国民保護法第144条）

都道府県知事又は市町村長は，住民の避難及び避難住民等の救援に当たって，その備蓄する物資又は資材が不足し，国民の保護のための措置を
的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは，都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し，市町村
長にあっては都道府県知事に対し，それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
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第５−７ 【検討】指宿市における生活必需品の供給体制の構築について

○指宿市において，現在受入予定の避難住民（西城小学校区（長中・長南除く）及び池間小学校区1,480人）に対し
て，以下の条件で，今回のスキームによる生活必需品提供の検討を行った。

【条件】
→ 指宿市で受け入れる避難住民の人数は鹿児島県で受け入れる避難住民の10.7％≒11％にあたることから，

確保する数量は，前述の「必要数量一覧（スライドP91）」における数量の0.11倍の数量とする。
→ 九州・山口各県は平時の状態であるため，物流の混乱，物資の買い占めは発生していない。

初期的な計画作成における取組み

指宿市想定数量
（全体数×0.11）

必要量
（県全体）

規格対象者品目種別

1,540本14,000本スプレータイプ（50ml）全員消毒液

日用品 1,540箱14,000箱１箱30枚入り全員マスク

1,540本14,000本全員傘

7,700枚70,000枚全員洋服（上）

衣類等

4,620枚42,000枚全員洋服（下）

7,700枚70,000枚全員シャツ

7,700枚70,000枚全員下着類

7,700組70,000組全員靴下

1,540足14,000足全員靴

1,540足14,000足全員サンダル

275袋2,500袋1袋30枚入り※１乳幼児紙おむつ

その他

110缶1,000缶１缶800g入り※２粉ミルク

1,980食18,000食※３離乳食

440袋4000袋１パック30枚入り※４女性用生理用品

275袋2,500袋大人用（１パック30枚入り）※５高齢者用紙おむつ

275袋2,500袋大人用（１パック30枚入り）※５
高齢者用尿取りパッ
ド

○ 指宿市で必要な生活必需品の数量一覧
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○県内に複数の営業所を持つＩ社に協力を依頼し以下のとおり検討を行った。
提供事業者の選定

○確保可能な数量であるか
→前スライド（P95）に記載された数量については，確保可能。

※物資の発注時期についてＩ社に確認したところ，１〜２週間前に行う必要があるが，今回の想定については，
「実際に避難を開始するまでに一定の期間があり，物資調達のスキームや事業者の選定等について調整する猶
予がある」という前提条件で行っているため問題なし。

※Ｉ社から生活必需品のうち，「衣類」についてはより具体的にどういったものが必要か分かるようにした方
が提供事業者としてはイメージがしやすいとの意見あり。

○物資の配送について
→物資集積所まで配送可能

※物資集積所以降については，作成したスキームのとおり，運送事業者に依頼し配送する。
また，前述の循環バスの検討において物資集積所をバスの運行経路に入れているため，必要に応じて避
難住民が自ら物資を受け取ることも可能。

検討結果

○提供する品目はこれで十分なのか，避難元地域の意見も聞いて必要に応じて更新することを検討。

○提供する物資のうち，衣類（特に洋服の上・下）について，実際の避難の際には数量だけではなく，年齢，性別
等に配慮して様々なサイズのものを準備する必要がある。

課題
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第５−７ 【検討】指宿市における生活必需品の供給体制の構築について
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第６ 避難者の健康管理に関する事項



第６−１ 避難者の健康管理に関する支援体制の構築について

県は，避難先地域に対して，医師等保健医療関係者による巡回保健班を派遣し，健康相談，指導等を実施するとともに，健康相談等窓口を設置
するなど，当該地域の良好な衛生状況の保全，避難住民等の健康状態の把握，健康障害の予防等を行う。
（県国民保護計画 第９章「保健衛生の確保その他の措置」−第１「保健衛生の確保」（抜粋））
【検討する業務】

・宿泊施設等避難所への保健師の派遣→保健師チームの派遣（メンタルの状態を含む健康状態の確認）
・巡回診療（相談）→救護班・保健師チームの派遣
・透析等患者の通院先案内手順の整理など避難者の健康管理→相談窓口の設置

避難者の健康管理

○ 自然災害では，発災直後に建物の倒壊や火災等の発生により傷病者が多数発生し救出救助活動が開始され，救出された傷病者に対して医療の
提供を行うが，国民保護における本検討の想定は，武力攻撃予測事態下において住民が避難を行うものであり，武力攻撃災害による傷病者は発
生していないものとする。
〇 令和６年度に作成する初期的な計画の作成においては，避難当初の約１か月間において必要となる事務や調整事項を検討することから，生活
習慣病などで定期通院が必要な慢性疾患，難病（小慢），透析及び突発的な体調不良などの医療ニーズに対応する要領を検討する。
〇 避難住民への医療の提供を行うに当たり，保健医療福祉活動に関する体制整備及び関係機関との連携について検討する。
〇 避難先地域では，平時の医療体制が確保されていることから避難先施設周辺の医療機関を周知し、避難者による医療機関への受診を基本とす
る。

検討の考え方

支援に当たっては，宮古島市からの避難者約１．４万人への対応について検討するが，他の地域からの自主避難者流入に伴う類似の医療ニーズの増加への対応
も考慮しながら支援の程度を検討し，必要に応じて国や他県への応援要請も検討する。

【相談窓口】避難直後の１週間程度は，鹿児島での新しい受診先を確認するニーズが大きいと考えられることから，この間に集中的に案内を行う。その後は相
談窓口に対するニーズは小さくなると考えられることから，ニーズに合わせて規模を縮小する。（最初の１週間程度は１５チーム/日程度で徐々に縮小）

【巡回診療（相談）】避難当初から衛生環境の良いホテル等の個室生活であることから，自然災害時の体育館等における避難とは異なり，感染症ではない原因
（長引く避難生活に伴う体調不良や，突発的な救急事案）で一定程度の医療ニーズが発生すると考えられる。また，長引く避難生活によるメンタル的な要因で
の医療ニーズが徐々に増加することも考えると，１週間程度に１回は巡回診療の機会を設ける必要があると考えられる。（８〜１１チーム/日程度。１チーム
あたり３避難所/日程度の対応。）

【難病（小慢）患者への対応】避難先において受診可能な指定難病（小慢）医療機関（疾患別・地域別）の一覧を作成し，難病（小慢）患者へ情報提供を行う。

【人工透析患者への対応】透析患者の受入れ調整は，県の依頼に基づき鹿児島県透析医会が行う。

【メンタルヘルスの問題への対応】避難所での避難環境のストレス等によるこころの変化（心理的反応や精神疾患）に関する普及・啓発（リーフレット配布
等）を行い，巡回相談において，支援ニーズがある方の個別相談及び必要な医療や地域支援へのつなぎを行う。

支援の考え方
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第６−２ 避難者の健康管理に関する支援体制の構築について【指揮系統】

県国民保護対策本部

部内各課

DMAT

県医師会

その他
関係団体DPAT

保健福祉対策部
（保健医療福祉調整本部）

県透析医会

難病関係協議会

保健医療福祉課 災害医療対策班

保健所

受入４市 その他の
市町村

保健師チーム
国立病院

機構
公立/公的
医療機関

赤十字
県支部

県医師会
等

救護班

小慢関係
協議会

子育て
支援課

局内各課

子ども政策対策部

相談/助言

連携
災害時薬事

コーディネーター
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巡回診療（相談）
（主には医療機関情
報の提供。必要に応
じて医療の提供）

鹿児島県
（保健福祉部）

沖縄県

第６−３ 避難者の健康管理に関する支援体制の構築について

保健所

救護班を編成する医療機関
国立病院機構，公立／公的医療機関，

赤十字県支部，県医師会等

その他の
市町村

受入４市
鹿児島
鹿屋
指宿
霧島

相談窓口・巡回相談

巡回診療（相談）

・派遣ローテーション調
整
・１週間程度以降の相談

窓口設置方法の調整
・提供情報等の調整

・医療需要に応じて
巡回診療の対応期間調整
（避難後1週間程度から保健師チーム
へシフト）

・避難者情
報の共有

・避難者情報の共有
・実施方法の協議

ローテーション
相談窓口設置場所
対応機関 など

・保健師チーム
派遣の協力依頼

・救護班派遣
の協力依頼

ホテル・旅館
（避難先施設）

避難先地域

相談窓口
（避難先施設・保健所等）

医療機関

通院

自立支援医療，難病
（小慢）やその他の
健康に関する相談／
助言

保健師の派遣

透析医会

・透析患者の受
入れ対応に関す
る相談／助言

コールセンター
（設置検討）
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腹膜透析に係る医療資材確保

外来での血液透析（※腹膜透析患者の受診を含む）

第６−４ 避難者の健康管理に関する支援体制の構築について【人工透析患者の通院先等案内】

１ 人工透析の実施に当たり必要な情報（患者名簿，透析条件等）は，沖縄県がとりまとめ，鹿児島県に提供する。提供された医療情
報は，県透析医会に提供する。 （※沖縄県に要確認）

２ 透析患者の受入調整は，県透析医会が行う。
３ 県（保健所）は，患者に受入透析医療機関を案内する。

鹿児島県
医療機器取扱業者

患者
（避難所）

沖縄県
医療機器取扱業者

受入調整を
依頼
患者名簿，
医療情報の
提供

【支援体制】

調整・情報共有

調整結果の
情報共有

避難先の連絡

透析液等の
資材を供給

対応方針

鹿児島県
透析医会 各ブロック

拠点透析
医療機関

避難先
透析

医療機関
調整

情報共有
調整

情報共有

受入透
析医療
機関を
案内

沖
縄
県

患者名簿，
医療情報
の提供

医療情報の
提供依頼

医療情報
の提供

沖縄県かかりつけ医

【医療情報】透析条件，抗凝固剤の種類，
透析時間，禁忌等の情報

保
健
所

鹿
児
島
県
保
健
福
祉
部
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第６−５ 避難者の健康管理に関する支援体制の構築について
【難病（小慢）患者の通院先等案内に係る流れ】

保健所
避難先
難病
（小
慢）
指定
医療
機関

【支援体制】

受診先等に
係る相談

受診

対応方針

避難先で受診可能な
難病（小慢）指定医療機関の
一覧を作成（疾患・地域別）

情報提供

１ 沖縄県は難病（小慢）患者へ様式（医療情報提供書）を配布し，避難先の指定医療機関受診に当たり必要な医療情報（現病歴等）
をかかりつけ医に記載してもらう。かかりつけ医は医療情報提供書を難病（小慢）患者に提供し，難病（小慢）患者が避難先難病

（小慢）指定医療機関受診時に持参する（※沖縄県に要確認）
２ 沖縄県は，鹿児島県に難病（小慢）患者の一覧名簿を提供する。（※沖縄県に要確認）
３ 県（保健所）は，避難先において受診可能な難病（小慢）指定医療機関の一覧（疾患別・地域別）を作成し，難病（小慢）患者へ

情報提供する。

患者名簿の
提供

記入
【医療情報】現病歴，
検査結果，薬剤情報
等の情報

医療情報
提供書の
様式を配布

患者名簿の
提供

患者
（避難
所）

医療情報
提供書・
受給者証
を持参

沖縄県 鹿児島
県保健
福祉部

患者
沖縄県

かかりつけ
医

記入を
依頼

※鹿児島市の小慢指定医療
機関一覧（疾患・地域別）

は鹿児島市と連携
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時間軸

ニーズ

透析・生活習慣病などの慢性疾患，
難病（小慢）に関する医療情報のニーズ

（受診先の紹介）

透析・生活習慣病などの慢性疾患，難病（小慢）
に関する医療情報のニーズ（受診先の紹介）

突発的な救急医療に関する医療情報のニーズ（受診先の紹介）

メンタルケアに関する
医療情報のニーズ
（受診先の紹介／

ニーズ把握）

避難後の約１週間
医療情報を集中して提供する

避難後に発生した新たな医療ニーズに
対応する
メンタルケア需要の増加が予想される

第６−６ 避難者の健康管理に関する支援体制の構築について

※6日間程度で避難の予定
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健康な方

生活習慣病な
ど定期通院が

必要な方

自立支援医療，
難病／小児慢
性治療を受け

ている方

巡回診療（相談）
・突発的病気への
医療機関情報提供
・必要に応じて医
療の提供

救護班

相談窓口
・定期通院するた
めの医療機関を紹
介
・必要に応じて突
発的病気への医療
機関情報提供

保健師チーム

巡回相談
・突発的病気への
医療機関情報提供

保健師チーム

相談窓口
・定期通院するた
めの医療機関を紹
介
・必要に応じて突
発的病気への医療
機関情報提供

保健師チーム

最初の１週間程度 １週間程度以降

県・保健所

医療ニーズを踏まえて
移行時期を検討

相談
受診

相談

医療機関
受診

受診

受診

相談

マ
イ
ナ
保
険
証
・
難
病

（
小
慢
）
受
給
者
証
等
の

提
示
に
よ
る
受
診
を
推
奨

相談情報の共有

相談情報の共有

透析治療を受
けている方

受診医療機関を案内

受診

コールセンター
（設置検討）
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第６−６ 避難者の健康管理に関する支援体制の構築について
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第７ 通信設備の提供



第７−１ 電話そのほかの通信設備の提供について

○ 鹿児島県初期的な計画における通信設備の提供については，鹿児島県国民保護計画に基づき以下のとおり行う。
・ 県は，避難住民等に対する通信手段の確保に当たって必要な通信設備の臨時の設置に関する条件等について，電気通

信事業者と協議を行う。【平素の取組】
・ 県は，避難施設で保有する電話その他の通信設備等の状況を把握し，指定公共機関等の協力を得て，避難住民等に対

する電話，その他の通信手段の設置を行う。【有事の際の取組】

検討の考え方

○ 「九州・山口各県の状況としては，武力攻撃は発生しておらず，安全が確保できた状態であり，交通インフラは維持さ
れ，平時の社会活動が行われている」という本計画の前提条件を踏まえ，平時の通信体制が活用可能な状態であるものと
する。

○ 初期的な計画の検討においては，避難当初の１ヶ月間において必要な事務や調整事項を検討することから，避難先収容
施設における通信体制の確保について検討する。

前提条件

○ 本検討における，提供する通信設備の内容は以下のとおりとする。
・ インターネット利用環境のない収容施設への通信設備の提供。Wi-Fiが利用できるように整備する。なお，収容施設の

全部屋において接続可能な状態とする必要はなく，避難住民であれば誰でも利用可能なホテル内の共用スペース等，一
部のエリアに利用が制限される場合でも問題ないものとする。

・ 収容施設のフロント等に避難住民専用の固定電話設置を検討する。
・ 避難住民専用の固定電話近くに，生活相談窓口の電話番号を掲示するなど，普段から携帯電話を持たない避難住民で

も必要な情報を自ら得ることができる体制を整える。
・ 自然災害の場合と異なり，避難の時点で携帯電話を所持していない避難住民については，元から所持していなかった

ものと推測されるため，携帯電話の貸与は行わない。

提供内容

※今後変更の可能性あり
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通信設備の整備・通信機器の提供

通信設備整備状況の把握

鹿児島県

電気通信事業者
（指定公共機関等）

鹿児島県ホテル旅館
生活衛生同業組合

収容施設への通信設
備の整備，通信機器
の設置について依頼

依頼

通信設備の整備
通信機器の提供

収容施設
（避難先施設）

通信設備の臨時の
設置に関する条件
等について協議

報告

依頼回答 ③
①

④

②

⑦

⑥

⑤

【平素からの取組】
① 県は，通信手段の確保に当たって必要な通信設備の臨時の設置に関する条件等について，電気通信事業者と協議を行う。
【有事の際の取組】
② 県は鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合に対して「受入施設のとりまとめ及びリストの提供を依頼」する際に併せて避難

先施設で保有する電話その他の通信設備の整備状況の報告を依頼する。
③ 鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合は避難先施設に対して②の回答を依頼する。
④ 避難先施設は鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合へ③の回答を行う。
⑤ 鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合は避難先施設からの回答結果を県に報告する。
⑥ 県は電気通信事業者に対して，避難先施設への通信設備の整備及び通信機器の設置を依頼する。
⑦ 電気通信事業者は避難先施設に通信設備の整備及び通信機器の提供を行う。

通信設備の提供体制の構築

図解（流れのイメージ）

※今後変更の可能性あり
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第７−１ 電話そのほかの通信設備の提供について



98

第７−２ 【検討】電話そのほかの通信設備の提供について

○通信事業者との調整（実現可能性の協議）
○通信設備の提供にあたっては，通信事業各社から販売されている「スターリンク」等の利用を想定。

初期的な計画作成に向けての取組み

○提供可能な機器について
→スターリンクとPicoCELA（マルチホップWi-Fi），ポータブル電源を組み合わせることで，屋内外問わず

工事不要でインターネット利用可能なエリアの構築が可能。
→本検討における前提条件（九州・山口各県は平時の社会活動が行われている）及び，多くの収容施設にお

いて，すでに通信設備については整備済みであることが予想されるといった状況であれば，スターリンク
を利用せずに通常の家庭用のWi-Fiルーターを収容施設の各部屋に設置するだけでも対応可能な場合もある。

（部屋数の少ない旅館や民宿などであれば十分対応可能。）

○提供可能（確保可能）な数量について
→必要数量については確保可能の見込み。

協議の状況

○現在のスキームでは，有事の際に収容施設の確保に合わせて，通信設備の整備状況を確認することとしているが，
当初利用を想定していた「スターリンク」以外に，部屋数の少ない収容施設のみへの提供であれば，通常の家庭用
Wi-Fiルーターの設置でも十分対応できるのではないかとの意見があったため，事前に収容施設として活用可能性
がある施設については通信設備の整備状況を確認しておくことの要否についても検討が必要である。

今後の課題

○県内に複数の営業所を持つＪ社に協力を依頼し以下のとおり協議を行った。
通信事業者の選定


